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県有地の貸付に関する調査及び検証特別委員会会議録 

（参考人招致） 

 

日時     令和３年１月１８日（月）    開会時間    午前１１時００分 

閉会時間    午後 ４時１０分 

 

場所     委員会室棟 大会議室 

 

委員出席者     委員長  皆川 巖 

       副委員長 土橋 亨 

       委員   浅川 力三  河西 敏郎  白壁 賢一  猪股 尚彦 

            渡辺 淳也  向山 憲稔  飯島  修  小越 智子 

 

委員欠席者  なし 

 

参考人 

   澤野法律不動産鑑定事務所 澤野 順彦 

   山梨県不動産鑑定士協会 会長 久保嶋 仁  副会長 小野 淳一（随行）  

   山梨県弁護士会 副会長 太田 道昭 

   弁護士（元最高裁判所判事） 鬼丸 かおる 

 

議題 

  ○澤野 順彦 氏 

   ・南都留郡山中湖村平野地内外の不動産鑑定について 

 

  ○山梨県不動産鑑定士協会 

   ・民事裁判における不動産鑑定について 

   ・開発前の素地価格と現況の違いについて 

   ・継続地代を求める鑑定評価方法について 

   ・最有効使用の原則とは、どのようなものか。どのような場合に使用するのか。 

   ・不動産鑑定意見書と不動産鑑定評価書の違いについて 

 

  ○山梨県弁護士会 

   ・住民訴訟制度とは 

   ・地方自治法（237 条 2 項）の適正な対価とは 

   ・最高裁 平成１７年１１月１７日の判例（賃料が「適正な対価」かどうかについて知

事に裁量はない）について 

   ・地方自治法（237 条 2 項）と賃貸借契約の有効性について 

   ・民事訴訟法第８９条の規定について 

 

  ○鬼丸 かおり 氏 

   ・和解とは。和解の効力について  

   ・原告と被告の主張が同じとなり争点がない場合、裁判所が下す判決は、どこまでを判

断するものなのか。  

   ・適正な価格について、裁判所が不動産鑑定を行う事があるのか。原告と被告の双方が

同じ不動産鑑定士から不動産評価を求めることはあり得るのか。  
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   ・過去の契約が「違法無効」な状態であった場合、他の者から訴えが起きた場合にはど

うなるのか  

 

 

会議の内容 

 

※参考人：澤野 順彦 氏 

 

皆川委員長   休憩前に引き続き会議を開きます。  

  これより参考人からの意見聴取及び質疑を行います。  

  それでは、参考人を御紹介します。  

  不動産鑑定士、澤野順彦様です。  

  この際、委員会を代表いたしまして一言御挨拶を申し上げます。  

  澤野様には御多忙のところ、当委員会の求めに応じて御出席を賜り、まこと

にありがとうございます。  

  本日は、南都留郡山中湖村平野地内外の不動産鑑定意見書を作成されている

お立場から、忌憚のない御意見をいただけますようお願いいたします。  

  それでは、澤野順彦さんから５分程度、南都留郡山中湖村平野地内外の不動

産鑑定について意見陳述をお願いいたします。その後、委員からの質疑に対し

てお答えをいただきたいと存じます。  

  澤野順彦参考人、御意見をお願いいたします。  

 

澤野参考人   ただいま御紹介いただきました澤野です。不動産鑑定士と弁護士を兼ねて行

っております。  

        今回、甲府地方裁判所に継続しております住民訴訟について、当時、代理人

をされていた藤田弁護士から鑑定の相談がありました。住民訴訟は経済価値に

ついて首長さんの責任を問うというケースが多いので、弁護士がその訴訟を進

行する上で、適正な賃料は幾らかということを、いつも頭の中に入れておかな

いと進められないということで、鑑定の相談がありました。  

  その後、詳しくいろいろ受けましたのは令和元年の８月です。その後は少し

協議いたしまして、９月に山梨県との間で鑑定評価の業務の委託を受けさせて

いただきました。どのような業務かというと、適正な賃料は幾らかということ

だけではなくて、もう一つは県有財産の貸付料の適正化調査というのが３年ご

とに行われておりますが、そのための資料とするためにという目的も、鑑定の

目的に入っております。 

  そして、訴訟事件ですから、法律問題と、それから経済的な評価の問題と両

方かかわっておりますので、私としては弁護士として、研究者でもありますけ

ども、弁護士として、また不動産鑑定士として法的、または経済的な両面から

の御意見を申し上げることができればということで引き受けております。  

  鑑定意見書となっておりますが、これは鑑定評価書ではないとか、単なる意

見であるという御主張もあるようですけれども、私が法律家と不動産鑑定士の

立場から出すものは、裁判所に出す鑑定書は大抵鑑定意見書という名前で提出

しております。内容は鑑定評価書の部分と、それを使いながら法律上の意見を

申し上げるというものです。本件の鑑定意見書もそのようにでき上がっており

ます。 

  鑑定を行うに当たって、最も考慮したことは、私の鑑定意見書のところに詳

しく出ておりますので、そこを全部読んでいただきますと、本件の賃貸借、貸
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付全体、明治４４年以来の貸付の経緯等が詳細に書かれております。山梨県史

であるとか議会史、そういうかなり分厚い資料も提供していただき、私自身も

求めて、それを拝見しながら、長い歴史の中でこの適正な貸付料がどうあるべ

きかということを、一応考えて評価しております。  

  そこで、鑑定意見書の内容を簡単に申し上げますと、まず本件土地の貸付の

経緯、これが明治以降、どういう形で行われてきたか。決してそれぞれの時代

における知事さんの勝手な意向で行われていたのではなくて、皆さんも御存じ

のとおり、貸付の条例であるとか、規則であるとか、たくさんの規定ができ上

がっております。そのもとは、国有財産法とか地方自治法の規定の改正があっ

たりして、それと連動しながら、山梨県においても適正な公的な手続がずっと

現在まで行われてきております。  

  本件については、県有財産ですけれども、行政財産ではなくて普通財産であ

りますので、民法上の賃貸借契約が締結可能な形になっております。山梨県に

おいても、昭和４２年以前は、公有財産の貸付という形で行われていましたが、

昭和４２年に賃貸借契約が結ばれました。その後、期間が１０年だったもので、

昭和５２年に再度賃貸借契約になり、その後２０年置きに、平成９年、平成２

９年と契約が更新されております。これは旧借地法、現在の借地借家法上の賃

貸借であることには間違いないということになります。  

  そのもとで適正な賃料を求めるというのは、これは借地借家法の１１条の規

定に基づいて求めるほかはない。求める際の不動産鑑定評価のあり方について

は、鑑定評価基準に詳細に規定があります。私はそれにのっとって誠実に鑑定

評価を行って、ただ求められた金額で直ちに、その賃料の改定ができるかとい

うと、そうではなくて、これは相手方があることですから、裁判になっても必

ずその金額が通るということにはならない。将来の政策的な話し合いの場が必

要となるということもあるということを前提にして、この不動産鑑定、鑑定意

見書というものは成り立っております。  

  以上です。  

 

皆川委員長   参考人からの意見陳述が終わりました。  

  続いて、委員からの質疑を行います。質疑はありませんか。  

 

向山委員   山梨県会議員の向山と申します。きょうはお忙しいところ大変貴重な時間を

いただきましてありがとうございます。  

  大変素人的な観点もあるんですけども、専門家の澤野参考人に大変恐縮です

けども、質問させていただきたいと思います。  

  山梨県の主張、主義、意見等に従いますと、澤野参考人の鑑定評価について

は、今回採用されなかったという、その理由が大きく分けると２点あると思っ

ています。  

  山梨県の、今回の特別委員会での議事録をちょっと参照させていただきます

と、澤野参考人の不動産鑑定書はあくまで参考資料とした理由におきましては、

基礎価格の算定において借地権割合相当額の控除が行われていまして、県有林

において貸付における一時金というものを受領していないということで、不動

産鑑定にある借地権を認めることが適当でないということ。  

  それともう一点、所在市町村交付金に基づく交付金相当額の再計算というも

のが資料に必要なんですけれども、これが省略されるといったことから、今回

もう一つの意見書、澤野参考人の不動産鑑定書については参考資料という扱い

をさせていただいたと。 

  この２点のまず借地権割合相当額の控除が、これは一時金がないから認めら

れないという、この県の主張についての御見解と、もう一つは、澤野参考人の
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意見書の鑑定書の中にあります公租公課の部分の考え方については、参考人も

そのことに基づいて計算されていると思うんですが、県の主張は、そもそもの

公租公課の所在市町村交付金の額が間違った金額であるから、その金額自体が

適当でないと。その金額を計算し直して掛けると、今回の金額は適当でないと。

この２点を県が主張をしているんですけども、そこについての参考人の御見解

をお伺いしたいと思います。  

 

澤野参考人   まず、借地権割合相当額を控除した金額を基礎価格とするのが適切かどうか

ですが、これは先ほど申し上げましたように、本件賃貸借が間違いなく旧借地

法、それから現在の借地借家法の適用のある借地権です。その借地権である場

合の継続賃料、新規に貸すわけではありませんので、契約が継続している間に、

引き続き賃料の増減を請求する場合の規定というのが、借地借家法の１１条に

ございます。この規定に基づいて、その増減請求の金額は算定できないという

前提になっています。  

  そうしますと、継続している借地の場合の賃料は、当然、借地権というのは

賃貸借契約が行われて借地借家法の適用がある場合には、これは借地権という

という規定がありますが、この借地権について、何がしかの経済価値が発生し

ているというのが、これはもう異論がないほど、日本の全国の裁判所、どこを

とっても異論がないほど認められていることです。それから鑑定業界において

も、借地権が存在して借地権価格が発生していないというのは、全国的にはど

こにもない。特に、この山中湖村周辺は、かなり借地権割合も高くて、相続税

の路線価等に附設されている借地権割合も、私が出しているよりも高い割合で

出されています。  

  ということで、権利金とかそういう一時金を支払っていないから借地権価格

が発生していないというのは、もう４０年、５０年前の鑑定評価の考え方では

あったかもしれませんが、現在そんなことは絶対にありません。訴訟でも継続

賃料の算定の際には、借地の場合には、借地権割合相当額を控除した額が基礎

価格となっております。 

  それから、もう一つの公租公課です。地代の場合の出し方というのは、基礎

価格に適正な利回りを掛けて純賃料相当額を出します。もう一つは必要経費と

しての公租公課を加えます。この公租公課ですが、公有地ですから、固定資産

税が発生していない。どういう形にするかというと、国等の規定がありまして、

それに基づいて、公有地について公租公課、固定資産税が発生していない場合

は、その分を所有している県とか国が負担するということになって、交付金と

して支払われているんです。これは多分議会で議決事項になっていることだと

思います。  

  この交付金は、交付金の額についてもかなり古くから資料を全部いただきま

して、間違いなくこの交付金が支払われていることも確認しております。私の

鑑定では、適正な基礎価格から求められた純賃料に、この交付金相当額を加え

て適正な賃料としております。ということで、私自身の評価のやり方は全く間

違いないと、私自身、自分ではそう思っております。  

 

向山委員   実は、今回の補助参加人である富士急行さんの証拠書類の中に、澤野参考人

の借地借家法の解説の本が出されているほど、参考人も専門家であると、私も

承知をしておりますが、その中で、今大変貴重なお話をいただいたと思います。  

  今いただいたお話に加えて、ちょっとお伺いしたいんですが、その後に行わ

れた嶋内鑑定士の鑑定書によりますと、一番最初の鑑定評価額というところに、

２０億円という評価を出されているんですが、一時金の受領がないため、実質

賃料と支払賃料とが同額になると。また純賃料は末尾に記載してあるというこ
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とで、この嶋内鑑定士のこの鑑定は、全くもってこの借地権を認めないという

か、この割合を一時金が払っていないからということで排しているんですけど、

ここの考え方についてもう一度、そこについて、澤野参考人のお考えをお伺い

いたします。 

 

澤野参考人   ただいまの御質問の、嶋内鑑定が間違っているかどうかはちょっと別にしま

して、考え方としては、補助参加人から訴訟に提出されております鑑定評価書

は、基礎価格を宅地見込み地、要するに素地価格として、昔の山林素地を前提

にして出している。これ自体はやっぱり間違いだと思います。嶋内鑑定はその

点については、現況を前提にして宅地の価格を前提にしています。でも、宅地

の鑑定評価というのは、特別な制限がない限り、そういう条件がない限り、現

況を前提にして鑑定評価します。現況というのは、間違いなく別荘地等の宅地

として利用されている部分がほとんどです。したがって、借地借家法の適用の

ある借地権があるということになります。  

  それを一時金の支払いがないので、借地権価格が発生していないという、今

申し上げましたように、そういう理論をとる人は、多分全国でほとんどいらっ

しゃらない鑑定士だと、私は思っております。それは私から言うと間違いだと

思っています。  

 

向山委員   ありがとうございます。  

  もう一点、公租公課のほうで、県の主張でもう一度確認でお伺いするのは恐

縮なんですけど、県のほうは、所在市町村交付金自体の金額自体が間違ってい

たと。それ自体をもう一度再計算し直して、６倍なり５倍なりを掛けなきゃい

けないんじゃないかということを言っていて、そこを一つの澤野参考人の鑑定

書を採用しなかった根拠にしているんですけども、その交付金を払っていたこ

とは事実としてあるけども、その交付金自体が間違っていたという、ここの主

張についてはどのようにお考えでしょうか。  

 

澤野参考人   その点は、むしろ後から県が主張しているんじゃなく、私が意見書の中でち

ゃんと述べておりまして、本来は、交付金は交付金の算定規定というのが国以

下で決まっております。山梨県においても、適正にその時々の調査が行われて、

適正な交付金の額が算定されております。それは私も確認しました。その金額

が安いかどうかというのは、その土地の評価、一般的には固定資産の評価額で

すね。固定資産の評価額に相当する評価が安いかどうかの問題です。  

  本来は、県が御主張されるように、土地を所在する市町村のためには、もう

ちょっと適正な土地価格を求めて、それに相当する交付金を交付するのがいい

のではないかと、それは私が書いているんですよ。だから、県が私の鑑定書を

出さないという理由とは、全然関係がないと思います。  

  交付金が相当かどうかというのは、ちゃんと国の基準がありますから、それ

にのっとって行われているかどうかがチェックされれば、それで十分かと思い

ます。 

 

向山委員   ありがとうございます。  

  もう一点だけ、中身の部分でお伺いしたいんですが、最有効使用の原則とい

うところで、参考人の鑑定意見書の中には、最有効使用の原則は、現状の部分

をそのまま採用されている部分があるんですが、嶋内鑑定士の鑑定書を見ます

と、白壁委員のほうでよく御紹介いただくんですが、ゴルフ場敷につきまして、

分割して宅地で評価するのが最有効使用の原則に適するんじゃないかというよ

うな評価をいただいています。この部分についての御見解の相違があるところ
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については、どのようにお考えでしょうか。  

 

澤野参考人   全くの個人的な見解になりますが、あそこのゴルフ場というのは別荘地と一

体となって、もともと現在の補助参加人の会社が開発されて、そこに居住する

人が多分利用されていることも多いと思います。だから、別荘地にゴルフ場が

あるのは採算が悪いからなくしちゃえというのは、私は不動産屋的発想だと思

っています。  

  あの場合も、私自身は、ゴルフ場部分については借地借家法の適用のない土

地と評価しております。それらはちゃんと分けております。ただ、あの別荘地

全体としてゴルフ場が必要ないかというと、私はあったほうが全体の価値が高

くなる。だから、そこ自体の収益性が劣るとしても、それをあえて分割して別

荘地に、今、別荘にしてもそんなに売れませんからね、そんなことをするのは、

大体ちょっと時代錯誤かなと思っております。  

 

向山委員   貴重な御意見、ありがとうございます。  

  もう一点だけ、開発資金の回収の部分についてお伺いしたいんですけども、

原告側はこの９０年以上に及ぶこの開発資金というのは、当該期間中に行われ

るべきものであると主張をしているのに対しまして、過去の、それまでの被告

は、賃貸人、山梨県が造成から別荘地の維持管理までの投下資本や費用を負担

せずに利益を得ようとするのはおかしいと主張をしているんですが、この開発

資金の回収については、参考人はどのようにお考えでしょうか。  

 

澤野参考人   開発資金がひとり歩きするのは、それは私自身おかしいと思っています。そ

れは、今、日本全国で借地権があるという宅地に住んでいる人は、もともと田

んぼや畑を借りて、今は立派な家が建って、道路があって、社会資本整備が行

われて、今は立派な宅地になっているだけのことで、その間、誰がどれだけの

資本を投下したかということは、当然考慮されなければならないんです。  

  本件の場合についても、これも県の担当課からたくさんの資料を取り寄せて

いただいて、明治時代からはちょっと無理だったんですが、大正、昭和になっ

て、国・県の公共投資がどれだけ行われたか。それから、今のあそこの補助参

加人が利用しているところをどれだけ補助参加人の資本が投下されたか、そこ

は詳しくは調べられなかったけど、それが結局現在宅地として存在する現況を

前提とする鑑定をする場合には、当然それが借地権価格に反映してくる。借地

権価格というのは、一時金を払っただけじゃなくて、長期間にわたって賃貸借

を継続して、賃借人がその地域の発展等に寄与、貢献した部分についても、当

然借地権価格として認められるべきだというのが、私のもともとの持論です。  

 

向山委員   済みません、もう一点だけ、足立弁護士という県の被告訴訟代理人の弁護士

の主張によりますと、この地方自治法第２３７条２項に及ぶ適正な価格ではな

い契約については、適正な価格ではないから、全て違法無効であると、その契

約自体が違法であると主張をしているんですけども、澤野参考人のお考えによ

りますと、価格自体は適正な価格とはいえないと思うんですが、契約自体が違

法無効になるというのは、済みません、こんな素人的な質問で恐縮なんですけ

ど、あるとお考えでしょうか。  

 

澤野参考人   今度は法律家として専門家の意見を申し上げますと、これは２３７条の２項

でもって、低額に譲渡したり貸し付けする場合には議会の同意が必要だという

ような判例はあります。その同意がない場合には違法無効となることも可能で

すが、これもう７０～８０年、９０年ぐらい契約が継続しているものであって、
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それが最初にさかのぼって違法無効ということは、まず常識的には考えられな

い。そういう理論構成をすること自体がおかしいと、私は思います。率直に申

し上げますとね。  

  そして、違法無効だと主張される方は、過去の賃料が著しく不相当に低額で

あるということを前提にしておりますが、私が検証した限りでは、鑑定意見書

に書いてありますが、不当に低額であるという事実は全然出てこないんです。

それぞれの時代において、それぞれの協議会だとか、賃料の算定期間、算定を

３年ごとに行っておりますが、そういうことを通じて、行政としては適法な手

続を前提にして適正な賃料、そもそも適正な賃料というものはそんなにないん

です。相対的にその賃料が相当だと考えられて、誰も皆さんが余り文句を差し

挟まない賃料であれば、それで成り立つというのが適正賃料だと、私は思って

おります。  

 

向山委員   貴重な御意見をありがとうございます。  

  最後に１点お伺いします。当局とのやり取りの部分ですが、これまで当局は

藤田弁護士にお願いをして、あくまで意見書という、参考資料としてお願いを

したと。鑑定書としてお願いをしていないので、正式なものとしては存在すら

最初はなかったことにされていた今回の鑑定書であります。この特別委員会の

中でそれが出てきたんですけども、参考人がやり取りをする中で、先ほどの説

明の中でもある程度あったので、答えはあるかと思うんですが、当局側からど

ういったものとしてお願いされ、また、直接藤田先生以外の、例えば県当局の

幹部の方、直接知事本人か、例えば知事の関係者の方から、こうしてほしい、

こういう鑑定にしてほしい、こうするべきだというような指示や相談、またい

ろいろなやり取り等の協議があったか、そこについてお伺いします。  

 

澤野参考人   まず、この鑑定意見書が訴訟に提出される見込みがあったかどうかなんです

が、もともとこの住民訴訟で鑑定評価が必要という場合には、私、特に全国的

に裁判所とか弁護士さんから頼まれて鑑定書を出しますが、作成した鑑定書が

出されなかったのは今回初めてで、「え、出されなかったんだ？」と思ったぐら

いです。そんなひどい鑑定書を書いた覚えはありません。これは県だけじゃな

くて、県民全体のことも考えて、どうあるべきかということをちゃんと鑑定評

価としてやっぱり出さなきゃいけないという思いがありますので、どっちを勝

たせる、負かせるという気は全くなくて、いろいろな事実関係を調べて、私の

能力の範囲で、適正な金額を出しているということです。  

  この鑑定書作成の過程ですけれども、ある程度依頼者との関係とは守秘義務

があると業務委託契約書に書いてありますので、余り詳しくは述べられないん

ですけれども、藤田弁護士から鑑定を依頼されたときには、当然訴訟に提起さ

れるであろうということは暗黙の了解のうちに考えておりまして、それに耐え

られるような、裁判所でも十分これにのっとった判決をしていただけるという

前提でちゃんと書きました。その後、何も連絡がなくて、あるとき「え？出さ

れていないんだ？弁護士さんもかわったんだ？」とびっくりしてしまったとい

うことがありました。  

  それからもう一つ、鑑定書作成の経緯で、県や知事さんから何か一言あった

かどうかというのは、直接にはないとお答えしたほうがいいと思いますが、鑑

定書の素案をつくった段階で、藤田弁護士に全部を回しまして、このような内

容になりますが、特に問題点等がございましたら御指摘くださいという形で回

して、藤田先生が県の担当者とか知事に、その旨相談したかどうか、余り詳し

く私は知りませんけれども、そういうことを前提にして、最後これで知事のほ

うもオーケーだということだということで鑑定書を作成して、もう半年以上た
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ってやっとでき上がった。かなり難産の鑑定書だったと思っております。  

 

向山委員   ありがとうございます。本当に素地価格か現況かということで、現況に立っ

た、自分も読ませていただいて、なるほどと思わせていただくことがたくさん

ありまして、大変勉強になった中で、今回も補足でいろいろお伺いをさせてい

ただきましてありがとうございました。  

  以上です。  

 

皆川委員長   ほかにありませんか。 

 

渡辺委員   県議会議員の渡辺と申します。澤野参考人、本日は大変お忙しい中、ありが

とうございます。  

  今の向山委員の質問とも関連するんですけれども、今まで県は、澤野参考人

の鑑定を正式なものではないという主張をしていたことと、そもそも鑑定評価

書ではない。県が初めて鑑定評価したものは、嶋内鑑定士の鑑定だと主張され

てこられました。しかし、今参考人の話をお伺いしていると、裁判で使う資料

として作成されたということがよくわかりました。  

  その中で、先ほど参考人もおっしゃられた、その業務委託契約を結ぶに当た

って、当然、業務委託契約書や業務が完了したときの完了報告書等の文書があ

ると思うんですけれども、そういった県とのやり取りの文書というものは存在

しているんでしょうか。 

 

澤野参考人   業務委託契約書は存在しておりますし、完成報告もちゃんとしております。

それを出さないと報酬もいただけませんので。  

 

渡辺委員   ありがとうございます。参考人のおっしゃっていることは正しいということ

で、県に対して、後日文書を提示していただくことをお願いしたいと思ってお

ります。  

  それで、御意見を伺いたいんですけど、今私が申し上げましたように、県が、

藤田弁護士を通じて澤野参考人にお願いしたものが、正式な鑑定ではないと主

張することや、後でとった嶋内鑑定士の鑑定こそが正式な鑑定書だということ

を議会に対して説明していることについて、参考人に改めて御見解をお伺いし

たいと思います。  

 

澤野参考人   見解というのは申し上げられないけど、私が作成したのは、当初申し上げま

したように、鑑定意見書という表題ですが、鑑定書と法律上の意見が一体とな

った、いわゆる鑑定結果なんです。これで私はずっと何十件と、全て裁判所関

係の鑑定は鑑定意見書という形で出しておいて、それが正式な鑑定書じゃない

と言われたことは一度もないです、裁判所でも。  

 

渡辺委員   ありがとうございます。 

  それでは、不動産鑑定士であり、かつ弁護士でもある澤野参考人について、

その観点からお伺いするんですけれども、先ほど、本件住民訴訟で問題となっ

ているこの契約が、県の主張するような違法無効ではないということをおっし

ゃっていただきました。 

  その上で、県の主張を引用させていただきますと、県は最高裁判例上、適正

賃料であるか否かについて知事の裁量権はないと。そして、適正賃料でない以

上は無効であると、このように裁量権を否定しているわけなんですけれども、

今回のような事例で、知事の裁量権についてはどのようにお考えなのか、お伺
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いしたいと思います。  

 

澤野参考人   具体的な事案で、争点を明確にしていただければ私もそれは答えられますが、

一般論でいいますと、やっぱり知事が行政、執行機関のトップですから、何か

をするときに、必ずこうしなきゃいけないという最低の限度はありますが、そ

れを越えて、何も自分に裁量がないというようなことを言っている判例は、多

分私は一つもないと思います。それは判例の読み方が違うと思っています。  

  本件の場合に、裁量権の逸脱云々の問題ではなくて、むしろそこに当てられ

ると、それぞれの時における歴代の知事さんの業務上のやり方が悪かったとい

うことが出てくる、そういう原告さんの主張でしたからね、そこもよく調べま

した。それぞれの時代において、どのような手続で、過去の経緯や歴史をちゃ

んと引っ張ってきて、それでどういう金額が出ているか、はっきり私も確認し

ました。その結果、この意見書にちゃんと書いてありますけれども、それぞれ

の時代において、それ以上の判断、要するに知事が勝手にこの金額にしようと

言ったわけじゃなくて、いろいろな行政手続を経て条例とか規則とかね、その

上に適正な賃料を算定する機会も設けて、それをもとにして意思決定をしてい

るわけですから、そこにはトップの判断の誤りというのは、私自身は感じられ

なかったと。これは私の個人的な意見ですがね、最終的には裁判所が考えるん

でしょうけどね。  

 

渡辺委員   ありがとうございます。  

  最後に、知事の裁量権について、何か県からお伺いがあったとか、あるいは

県に対して申し伝えたというようなことがあったでしょうか。  

 

澤野参考人   済みません、質問の趣旨が。  

 

渡辺委員   知事に裁量権があるかどうか。いわゆる本件事例において、知事の裁量権を

逸脱して、著しく不法な、不当な行為があったというような内容の話を、県と

したことはあったでしょうか。  

 

澤野参考人   そういう話は全くありません。それは私が本件訴訟の当事者の主張の反論を

前提にして、そういうことが争点になるということを前提にして、鑑定意見書

を書いておりますので、結論としては、そういうところまで行くようになって

います。その点については、特に歴代の知事さんに問題がなかったとか、あっ

たという話は一切したことはありません。  

 

小越委員   小越智子です。よろしくお願いします。  

  先ほども澤野参考人の前に、県当局とやり取りをしまして、澤野参考人の鑑

定書を使わず、その後、嶋内鑑定になった経過を確認したところ、借地権の話

が、知事からそういう指示があったということを、先ほど当局が言っておりま

した。 

  そこが一番の争点、違いなのかと思うんですけど、ずばり２０億円と、参考

人は７億円弱と出していると思うんですけど、その違いは、やっぱり借地権、

一時金のところが一番大きいんでしょうか。  

 

澤野参考人   嶋内鑑定と違うところというのは、数字だけが飛び出てきてしまうのは、ち

ょっと問題なんですけれども、嶋内鑑定は、要するに借地権価格を一切考慮し

ない。それから借地人の寄与貢献部分は一切考慮しないで、現在の更地価格に

対して期待利回りを乗じている。ただ利回り法と使っていますが、あれは継続
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賃料の利回り法としては、私は余り正しくはないと思っています。こういうと

ころで言うのはちょっと差し支えがあるんでしょうけど。  

  やっぱり適正な、要するに継続賃料を算定する場合の利回り法というのが、

不動産鑑定評価基準にあるわけですが、その使い方は、私の鑑定書で使ってい

るようなやり方が正しい。すなわち、過去の直近合意賃料ですね。最終的に当

事者間で合意が成立した賃料の、その当時における基礎価格ですね。土地価格

との割合で出されている利回り、これを原則として採用するのが前提です。嶋

内鑑定は、それは一切しないで、何か一般的なものを採用して、さらにそれを

余り理由がないと思う修正率を掛けて出して、更地価格に出しているから、こ

れは幾らでも金額は上がってくるということになって、これ自体は鑑定書とし

ては、まず鑑定評価基準に十分のっとっていない、それから、のっとらない理

由が明確であればいいけれども、そうでもないというところが問題なのかなと、

個人的には思っています。  

 

小越委員   問題点がだんだん明らかになってきたかと思います。  

  それで、澤野参考人と現地視察にも、令和元年１０月、２回行っていらっし

ゃると、先生の鑑定のところに書いてあるんですけども、藤田弁護士さんやほ

かの県の担当者もいたと思うんですけども、そのときに藤田弁護士さんや県の

担当者から何か意見が出なかったのか、そのとき担当課や弁護士さんはメモを

とったりしていませんでしたか。  

 

澤野参考人   現地調査で、藤田弁護士さんと、あとお二人の弁護士さん、それから県から

県有林課のたくさんの皆さんと、それからもう一つ、名前は忘れましたが、皆、

たくさんの方が参加していただいて、現地調査を見て回りましたが、全く私の

ほうでここが見たい、ここはどうなんでしょうねということについて説明はし

ていただきましたが、何ら異論とか、こうやってくれという意向は全くなかっ

たです、鑑定の段階では。  

  適正な賃料をどうやって、みんな御自分たちでは３年ごとの貸付料の適正調

査というのを行って、それに基づいて行っているんですが、本当にそれでよか

ったのかどうかというのを、多分内部的には反省しながら、どうやったらいい

だろうということを真剣に考えて皆さん対応していただいたように思っていま

す。そういう意味じゃ、何ら指示も何もなかったです。  

 

小越委員   澤野参考人、藤田弁護士さんから御依頼は大体受けたという話ですけども、

その前ですとか、その後ですとか、澤野参考人の鑑定について、いや、これは

困るんじゃないかとか、いや、これは違うんじゃないかとか、そういうのを県

当局から、あるいは弁護士さん経由でもいいですし、澤野参考人のところに入

ったりしたことはあるんでしょうか。 

 

澤野参考人   私は頼まれて、こうやってくれと言って、大体言うことを聞く性分ではない

ので、そういうことは全くないんですよ。藤田先生も、それから県の皆さんも、

こちらからお願いしたことはちゃんと全部資料も提供して、本当に一生懸命や

ってくれました。多分皆さん方が御存じない、明治４４年以降の資料が全部集

められたという感じで、この意見書ができ上がっています。  

  そういう意味じゃ、本当に県の担当者の皆さんと協力してでき上がった、そ

ういう意見書だと、私自身は思っているんです。  

  それから、原案をつくって、藤田弁護士に回しましたけど、それを回して、

回したものが直って返ってきたことはないです。直って返ってきたら、私はそ

れに従いませんので、私の生き方で、それで結構ですというので提出したとい



令和３年１月１８日  県有地の貸付に関する調査及び検証特別委員会会議録（参考人招致） 

- 11 - 

うことで、自分で訂正した覚えはほとんどないですね。  

 

小越委員   私、素人でわからないんですけど、先生の鑑定意見書の、特に意見書のとこ

ろを読みますと、ああ、そうだなと腑に落ちるというか、私なりに理屈が通っ

ているなと思っているんです。現況で評価すべきということで、嶋内鑑定士も

澤野参考人もそれでやっていらっしゃるんですけど、参考人の、借地権の設定

あるなしとか、９０年近くたって、そのまま素地価格というのはおかしいじゃ

ないかとか、交付金の時価に見合った適正な価格であることも検証しなきゃな

らないというのは、示唆に富んでいて、これをもとに山梨県がどういう賃料で

いいかということを考えればいいと、この意見書を見て私は思ったんですよ。  

  それで、最後に聞きたいんですけど、適正価格、例えば２０億円とか７億円

とか３億円と価格が出たとしても、賃料というのはまた違うのかなと、その裁

量の範囲というんですかね。ここは１０万円だけど安くしてやればいいと、８

億円で売るとか、そういうことがこういうときにも当てはめることができるん

でしょうか。例えば７億円と参考人は出したけど、これは富士急さんなりのい

ろんな効果を見て、今後の経済状況を見て６億円にするとか、いや、これが値

上がりするなら１０億円とか、そういう適正価格と賃料というのは、イコール

じゃないと考えてもいいんでしょうか。  

 

澤野参考人   まず、知事さんとしては、公有財産、県有財産ですから、適正な時価で貸付

を行わなければならない。法律上もそうなっておりますが、適正な時価という

のが幾らかというのは、とても難しい話です。そのときにたまたま今回適正な

賃料が、平成２９年４月１日の適正賃料は幾らかという形で出てきました。一

応私なりに答えは出しましたが、この金額でもって裁判所に賃料、今まで安い

からね、賃料増額請求をしたら認められるかというと、これは認められっこな

いんですよ。なぜかといいますと、賃料の増減請求というのは、借家借家法の

１１条で規定されているように、最終的に合意で成立した、本件の場合は平成

２７年４月１日時点、その賃料を基準にして、その後の経済変動がどれだけあ

ったか。それから、その他のいろいろ諸般の事情を考慮して、最終的には裁判

所が決めるわけです。その決める範囲というのは、私が出したところは、むし

ろもっと県が適正な時価相当額の賃料を取るように努力したらいかがでしょう

かという金額に近いところで出ているんです、私の金額はね。  

  だから、この金額だけがひとり歩きするのは嫌いですけども、６億円ぐらい

出ています。６億円を出しておいて裁判所が認められるかというと、多分１０

０％認められないです。適正賃料だとしても、それは理念的に正しいかもしれ

ないけども、借家借家法上の賃料の増減請求ができる賃料額ではない。せいぜ

いできてこの平成２７年か２９年の経済変動を考えれば、幾ら今までの賃料が

安くても、それは反映することはできないのでね、せいぜい１０％か２０％、

具体的な数字は避けておきますけど、その程度っきり見込めない。  

  そうでなくて、この意見書の意味というのは、補助参加人も含めて、将来こ

の県有財産の貸し借りの貸付料についてどう考えていったらいいんだろうかと

いうのを、専門的な方も交えていろいろ議論して、ある程度、政治的・政策的

に将来に向かってお互いに相談し合っていかなきゃいけない。県と今の補助参

加人は両方成り立っていかなければ当然いかないわけですから、これはお互い

にちゃんと話し合いの機会を持って進むべきだろうと、そんな気持ちも持って、

この意見書というのはでき上がっております。  

 

白壁委員   お話を聞いておりまして、全くそのとおりだし、我々も素人的に考えても、

参考人のおっしゃるとおりだなと感じております。  
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  要は、疑惑の巣窟でありまして、プロパガンダ的な発想、地元のリーディン

グカンパニーが安い単価で借りていると。これを何とかしなきゃならんという

ことを、プロパガンダでどんどん県民に知らしめるということがまず中心にあ

ったんじゃないかと考えています。  

  先ほどからいろんなお話を質問させていただきました。その中で、私は借地

権とかは、もちろんですけど、根本的なものとしては素地なのか現況なのかと

いうところが基本であって、ここが中心になっていって、直近があって、この

素地のところに対して、昭和２年から貸し付けているところで、当時の株式会

社が、もしくは発起人の方が数名おられたようですけど、私費を投入して一切

公的な資金を入れずにして、あそこの場所を開発していったというところに来

ますと、多分素地じゃないかなと。しかし、それがどんどん２０億円だとか８

億円だとか７億円だとかと、上げるということは難しいことで、先生のおっし

ゃるとおりだと思います。  

  そうなってくると、その中で今度は合意のもとに単価を決めてくると。そう

すると、そういいながら決めたんだけど、そのいわゆる賃借人の企業は安い単

価で借りているというプロパガンダをどんどん出していくというような方向が、

疑惑の巣窟の中で見えてきているんですね、  

        今現在、参考人のお考えは、一番根本的なところ、素地か現況かというとこ

ろを、ぜひ御指導いただければと思います。  

 

澤野参考人   まず、適正な賃料を出すのは、当然、過去にさかのぼって、そこに行って出

すわけにはいかないので、現況を前提にして評価するほかはない。これは間違

いないんです。借地人の寄与度というのを、どの程度見るかというのは、学校

で話す法学的なことになりますが、借地権価格というのは一時金の授受がなく

ても自然発生的に発生する借地人に帰属する経済的利益というような表現に鑑

定評価基準も、法律上もそうなっております。 

  じゃ、その中身は何かというと、私の書いた論文の中身をそのまま使います

と、借地権価格というのは、借地借家法によって保護されている、その借地人

の法的保護利益を経済価値に反映した部分、要するに借地借家法が適用される

と、契約解除とかいきなり２倍の賃料に上げるということは、みんな否定され

るわけですね。そういうことによる法によって保護されている利益、それを経

済価値に反映させると何％ぐらいになるだろうということです。  

  それから、２つ目は、当該借地また地域に対する寄与度ですよね、やっぱり

電車に乗っても、富士急ハイランドって個別の名前を上げるのは差し支えます

が、というようになるぐらいに、ある程度山梨県の象徴としての位置、それだ

けの社会的な貢献度とか、実質的にあそこの地域、別荘地域のところが、私も

平成の前、昭和五、六十年代からずっとあの辺をよく存じておりますけども、

かなり維持されてきた貢献度等も、身に感じてちゃんと検討します。その分は

借地権価格の中の当該借地人の寄与度に換算されるものと考えております。  

  もう一つは、付加価値利益というのがありまして、借地権であっても、それ

がかなり流通できる。これは借地権自体で、別荘地としての権利の譲渡が可能

になっています。そういう経済的価値もあるわけです。  

  だから、言ってみれば法的保護利益、それから寄与配分利益、それから今言

った借地権による特別な利益、その３つが一体となったのが借地権価格で、そ

れを一般的な割合にすると、あの山中湖村周辺は、大体税務当局としては５０％

を考えている。商業地はもっと高いですね。  

  私もちょっといろいろ事情を考えて、ちょっと低目にした覚えがありますけ

ども、その辺は借地人の貢献度だとか、法的保護利益とか、そういうことを考

えながら、それから周辺の慣例、借地権慣行ですね。そういうことも考慮して
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決めていくということになると思います。  

  直接お答えになったかどうかはわかりませんけど、そんなように思っており

ます。 

 

猪股委員   猪股といいます。参考人、御苦労さまです。ありがとうございます。  

  参考人は、鑑定士と弁護士という観点からお聞きさせていただきますけど、

先日参考人という立場で嶋内鑑定士さん、それから足立弁護士さんが来られた

ときに、足立弁護士さんからの話で、土地の評価に対して比較の例として東京

の丸の内を例に挙げて、我々に対する説明がしやすく、その例に例えたと思う

んですけどね、私から言うと、東京の丸の内の開発と、資本投下して、そこへ

価値を上げたからこの山中湖村のこの別荘地も富士急さんがあれだけの投資を

して価値を上げたということで、評価が変わってきているよということの説明

をされたと思うんですよ。  

  その辺で、片や民地であり、片や県有地である。この違いで今参考人からい

ろんな説明を受けましたけど、足立弁護士さんが我々に説明された、その一つ

の例として、土地の評価が違うんだよと、違っても資本投下して上げた部分に

ついては、上げるのが当然じゃないかという言い方をされたんです。  

  それは、ちょっと違うんではないかなと思うんですよね。そういう民地と県

有地、公の土地との賃貸または売買に対して、特に今回は賃貸の件ですから、

その違いを参考人の観点をお聞きしたいんですけど、よろしいですか。お願い

します。  

 

澤野参考人   御質問の趣旨にそのままお答えできるか、わかりませんけれども、足立弁護

士は弁護士であって、鑑定評価で借地権価格の発生云々について、それほど御

専門ではないと、私も思っています。なぜそんなことを言うかといいますと、

現在の不動産鑑定評価基準で借地権価格であるとか継続賃料の評価についての

鑑定評価基準が改定になったのが平成４年です。そのときの基準の原案となっ

た論文を出していたのは、私の論文だったんです。私も委員をやっていました

けども、そこで現行の不動産鑑定評価基準の継続賃料とか借地権価格の発生、

評価についての具体的な規定というのはでき上がっていますので、まさに自分

自身の考え方がそのまま行っているかなと思います。  

  それから、昭和６０年代の後半から平成３年にかけて、借地借家法の改正が

ありました。あのときも、弁護士不動産鑑定書の立場で、一番一線でもって、

衆議院の当時の自民党の勉強会にも参考人で意見を述べに行ったこともありま

すけど、かなり専門的にずっと研究しておりまして、余りそれと違う意見を言

われて、そうかなと直ちには思わないと思います。  

  皆さん方はいろんな参考人からいろんな御意見をお聞きになると思いますが、

部分部分ではなくて、全体で、例えば本件でいえば、山林が恩賜された以降の

ことを具体的な当時の事情、今では考えられないいろんな事情があると思いま

す。それを全部踏まえた上で現状があるわけです。それを前提にして、だから、

現状をそのまま見るわけじゃなくて、そういう歴史的な背景を全部踏まえた上

で、それを見た上で評価をするという意味ですので、その辺はぜひ誤解はされ

ていないと思いますけど、よろしくお願いしたいと思います。  

 

向山委員   済みません、貴重な御機会なので、本当に聞き逃しちゃうと申しわけないか

ら、１点だけ、ちょっと自分がなかなかどうしても頭の中が整理ができなくて、

さっき白壁委員も御質問されたんですが、その素地価格と現況の、参考人は、

適正な価格は現況であるべきとおっしゃったんですけど、そこがいまいち自分

の中ですっきりしていなくて。 
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        日本三大鑑定所の方々、補助参加人のものも含めて、日本不動産研究所は不

動産鑑定ではないですけども、全て素地価格で今回鑑定をしています。澤野参

考人は現況でされている。そこの違いというのは、済みません、ちょっと素人

的にまだ頭が整理できなくて済みません。そこをわかりやすく御説明いただけ

たらありがたいなと思います。  

 

澤野参考人   不動産研究所にいろいろ調査をお願いして、山梨県内に存在する県有地の貸

付料について、一定程度評価されたのは存じています。そこでどうして素地価

格を中心にして出したかというと、適正な貸付料を算定する場合に、十数年前

ですか、県内の弁護士会とか司法書士会とか判定士会とか、いろんな専門の経

験者を集めて、そこで議論がされたことが、その議事録も全部拝見しました。

その中で、もともとは山林原野で貸したんだから、それをもとにして評価すべ

きだ、それが素地価格になるべきだって御意見があったんです。多分それに拘

泥されて、そのような判断過程というか、調査結果が出た。もちろん、その後

にかなり修正はされておりますが、そうなって、それがまたひとり歩きになる。  

  ただ、鑑定評価の本来的なあり方からいえば、評価基準に書いてあるように、

とにかく、素地価格というのは鑑定評価する人が現地に行って見られたものじ

ゃない。あの別荘地は昔、山林だった、原野だったと見て、それを想像して値

段を出すというわけにはいかない。  

  素地価格というのは、今、宅地になったもの、道路も、それからかなり何十

年、七、八十年、そこで皆さんが使い古したものを全部捨象して、それを素地

に見立てて、それの値段を出して賃料を評価するなんて、大体考えてもあり得

ないと、私は思っているんですが。そういう意味では、正式な鑑定評価を行う

としたら、当然現況を所与として評価をすべきであって、それは決して当初の

賃貸借が開始、賃貸借が開始されたときはもう現状に近いんですよ。明治４４

年に貸付がなされたころは、まさに山林だったと思います。そのときの状況を

もとにして賃料をいまだに計算するということは、それは私自身間違っている

と思っております。  

 

皆川委員長   それでは、ほかに質疑はないようですので、以上で質疑を終了いたします。  

  澤野参考人には、お忙しい中、貴重な御意見をいただき、心から感謝を申し

上げます。本日はまことに、ありがとうございました。  

  この際申し上げます。午後からの委員会につきまして、付託議案の直接の審

議ではなく、参考人より一般的な立場から御意見を伺うものでありますので、

委員席の形状を変更します。あらかじめ御承知、御了承願います。  

  暫時休憩いたします。再開は午後１時であります。  

 

 

（休憩）  
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※参考人：山梨県不動産鑑定士協会  久保嶋仁 氏、小野淳一 氏 

 

 

皆川委員長   休憩前に引き続き会議を開きます。  

  それでは、参考人を御紹介します。  

  山梨県不動産鑑定士協会会長、久保嶋仁様、副会長、小野淳一様です。  

  この際、委員会を代表いたしまして、一言御挨拶申し上げます。  

  久保嶋様並びに小野様には、御多忙のところを当委員会の求めに応じて御出

席いただき、まことにありがとうございます。  

  本日は、専門家としての高度な知識と豊富な経験を生かし、不動産鑑定をさ

れているお立場から、忌憚のない御意見をいただきますようお願いいたします。 

  それでは、どうぞお座りください。  

  久保嶋仁参考人から、民事裁判における不動産鑑定等について、３０分程度

御説明をお願いいたします。その後、質疑応答の時間をとりたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。  

  久保島仁参考人、よろしくお願いいたします。  

 

久保嶋参考人   冒頭お時間いただきまして、ありがとうございます。  

  日ごろから県議会議員の皆様方には、不動産鑑定士協会への会務等、御理解、

御支援いただきまして、本当にありがとうございます。会を代表いたしまして、

御礼を申し上げます。  

  それでは、以降、座らせていただきまして、御説明させていただきます。  

  事前にいただいた講義項目ということで、５項目いただいております。  

  講義に先立ちまして、私どもの御説明としては、特定の評価を想定したもの

ではなくて、あくまでも一般論として御説明したいと思います。また、講義の

内容につきまして５項目いただいておりますが、質問内容について、ひょっと

したら十分理解できていなくて、それで想定した上での御説明になると思いま

すが、御了解いただきたいなと思います。  

  皆様方のお手元に鑑定評価基準、ブルーのものです。留意事項ということで

緑色の線が引かれたもの。ガイドラインです。これがあると思います。そして

ガイドライン運用上の留意事項ということで、黄色のものがあります。以上、

これに基づきまして御説明させていただきます。私ども、鑑定評価を進める上

では、この鑑定評価基準というのが一連の資料がバイブルとなるものでござい

ますので、これに従って御説明させていただきたいと思います。  

  それでは、早速１番目、民事裁判における不動産鑑定についてということで、

誰（原告・被告）が鑑定評価をするのが一般的かという質問です。  

        裁判については、私どもは法律の専門家ではないので、具体的にどういうよ

うな手続で行うのかというところは不明なんですけど、一般的なお話として、

鑑定評価書を必要とする方が評価を依頼してくるということです。例えば裁判

に当たっては原告の方が主張する場合、そうしたら原告の方が立証するために

鑑定評価書の依頼をしてくる。また、被告の方が反証するために、鑑定評価書

を必要とする場合は鑑定評価を依頼してくるということです。また、裁判所と

かあるいは調停の方々が、中立的な立場で鑑定士に鑑定評価書を依頼する場合

ももちろんあります。三者から裁判に当たって依頼される場合もあります。そ

れぞれのケースでまちまちだと思います。  

  ２番目に移らせていただきます。開発前の素地と現況の違いについてという

ことで御質問がありました。  
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        開発前の素地としては、恐らく山林だとか農地、田畑、あと雑種地、原野、

池沼、こちらを現況ということなので、開発後のものになるということで、開

発後の用途に供されている状態のもの、現在の利用状況のものということです。

こちらについて、どう違うのかということでしょうけど、鑑定評価はあくまで

も現況での評価が原則です。ただ、現況以外の評価も依頼目的によっては評価

しております。  

        ブルーの鑑定評価基準の１３ページ目に、第５章鑑定評価の基本的事項とい

う項目があります。その第１節で、対象不動産の確定という項目がありまして、

その２段落目に、対象不動産の確定は、鑑定評価の対象を明確に他の不動産と

区別し、特定することであり、それは不動産鑑定士が鑑定評価の依頼目的及び

条件に照応する対象不動産と、当該不動産の現実の利用状況を照合して確認す

るという実践行為を経て、最終的に確定されるものであるということです。  

        対象不動産というのは、依頼目的とか、その条件をもとに、私どもが、どの

状態のものを評価するのかということを確認する作業、まず、ここから基本的

な事項で、出だしから評価が始まります。  

        その次の１４ページ目の２番目です。対象確定条件を設定するに当たっては、

対象不動産に係る諸事情についての調査及び確認を行った上で、依頼目的に照

らして、鑑定評価書の利用者の利害を害するおそれがないかどうかの観点から、

当該条件設定の妥当性を確認しなければならないということで、この質問の趣

旨としては、素地価格としての評価なのか、それとも現況としての評価なのか

ということを前提にして、今、お話はさせていただいているんですけど、あく

までも、やはり依頼目的に応じて、どのような対象不動産を確定するのかとい

う、その対象確定条件を設定するという作業が必要になってきます。  

        次に、その下のほうに、２、地域要因または個別的要因についての想定上の

条件というものが記載されております。ここも読ませていただきますと、対象

不動産について、依頼目的に応じ、対象不動産に係る価格形成要因のうち、地

域要因または個別的要因について、想定上の条件を設定する場合があると。こ

の場合には、設定する想定上の条件が鑑定評価書の利用者の利害を害するおそ

れがないかどうかの観点に加え、特に実現性、合法性の観点から妥当なもので

なければならない。  

  依頼目的に応じて現況評価が前提ですけど、ときとしては、それ以外に条件

を設定して、その上で評価を行うという依頼がございます。そこでも、あくま

でも実現性・合法性の観点から妥当な依頼目的でなければ、鑑定評価を行って

はならないということにはなっております。  

  そして、緑の留意事項の４ページ目、総論第５章、鑑定評価の基本的事項に

ついての項目の１、対象不動産の確定についてということで、この（１）で、

鑑定評価の条件設定の意義ということで、鑑定評価に際しては、現実の用途及

び権利対応並びに地域要因及び個別的要因を所与として不動産の価格を求める

のみでは、多様な不動産取引の実態に即応することができず、社会的受容に応

ずることができない場合があるので、条件設定の必要性が生じてくるというこ

とで、現実の用途、現況のみをもとにして評価するでは、それ以外の依頼者の

要望に応えられないので、条件設定の必要性がありますよということが記載さ

れています。  

  ただ、その下の段で、条件の設定は、依頼目的において対象不動産の内容を

確定し（対象確定条件）、設定する地域要因もしくは個別的要因についての想定

上の条件を明確にし、または不動産鑑定士の通常の調査では、事実の確認は困

難な特定の価格形成要因について、調査の範囲を明確にするもの（調査範囲等

条件）であるということで、対象確定条件という、どの不動産を評価するのか

ということを確定することとともに、調査範囲を特定するという作業が必要に
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なってくるということが書かれています。  

  以上、素地の価格と現況との違いということについて、恐らく質問の趣旨は、

開発前の素地を前提に評価するのか、それとも現況によって評価するのかとい

うことに、どういう意味があるのかということの御質問だと思うんですけど、

先ほど申し上げたとおり、現況評価が原則です。ただ、依頼内容において、そ

の鑑定評価が合法性・合理性があるものであれば、素地価格を前提として評価

を行うということも可能だと思います。  

  具体的な内容については、その依頼内容とか依頼目的等を知った上での判断

が必要になってくると思います。  

  以上が、２番の御説明です。  

  あと、継続地代を求める鑑定評価方法についてという御質問ですけど、ここ

に記載されているとおり、差額配分法、利回り法、スライド法、賃貸事例比較

法の４手法を求めて、その価格をもとに調整して、最終的に継続地代を求める

という、その手法のことです。  

  これにつきましては、この鑑定評価基準、ブルーのファイルの３２ページの

ところに、４番として継続賃料を求める場合、継続賃料の一部が継続地代とな

るわけですけど、ここもちょっと読ませていただいて、継続賃料の鑑定評価額

は、現行賃料を前提として、契約当事者間で現行賃料を合意し、それを適用し

た時点、直近合意時点という。その合意した直近合意時点以降において、公租

公課、土地及び建物価額、近隣地域もしくは同一需給圏内の類似地域等におけ

る賃料または同一需給圏内の代替競争不動産の賃料の変動等のほか、賃貸借等

の契約の経緯、賃料改定の経緯及び契約内容を総合的に勘案し、契約当事者間

の公平に留意の上、決定するものであるということで、継続賃料を求める場合、

このような前提のもとで求めますという、継続賃料を求める場合を説明した文

書です。  

  当初の合意した時点、直近の合意した時点の賃料をもとに、それがどのよう

に変動するのか、それが今度新たに契約する賃料を求める場合のことをいって

おります。  

  あと具体的に、その継続賃料を求める場合ということで、３４ページのとこ

ろに、継続賃料を求める鑑定評価の手法、ここで先ほど申し上げた差額配分法、

利回り法、スライド法、賃貸事例比較法という４手法が載っています。それぞ

れ、ここに記載がありますけど、差額配分法とはということで、（１）意義、こ

こも読ませていただくと、差額配分法は、対象不動産の経済価値に即応した適

正な実質賃料または支払賃料、この実質賃料、支払賃料については、３１ペー

ジのところに記載があるんですけど、非常に専門用語が出てきて、わかりづら

いかもしれませんけど、３１ページの下のほうに、実質賃料と支払賃料という

ことで、実質賃料とは、賃料の種類のいかんを問わず、賃貸人に支払われる賃

料の算定の期間に対応する適正な全ての経済的対価を言い、純賃料及び不動産

の賃貸借等を継続するために、通常必要とされる諸経費等（「必要諸経費等」と

言う。）から成り立つものである。  

  そして、支払賃料は、各支払時期に支払われる賃料を言いますということで、

実質賃料と支払賃料の違いというのは、支払賃料というのは、毎月賃貸人がい

ただく賃料のことをいいまして、実質賃料というのは、賃貸借契約においては、

賃料をもらう以外に、敷金だとかあと権利金といったものをもらう場合があり

ます。その敷金とか権利金があった場合、その運用益も経済的な価値を構成し

ますし、一時金については償却額が経済的価値を構成します。ですので、支払

賃料にそういった運用益だとか償却額を加算したものが実質賃料、実体的な価

値という意味で、実質賃料ということをいっております。非常に難しいと思う

んですけど、そういった経済的な観念に基づいて評価を行うということです。  
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  もう一度差額配分法はということで３４ページの差額配分法の意義のところ

に戻りますが、差額配分法は対象不動産の経済価値に即応した適正な実質賃料

または支払賃料と実際実質賃料、実際にもらっている賃料です。または実際支

払賃料との間に発生している差額について、この差額というのは、要は借りて

いる人の借り得部分みたいなものですね、簡単にいいますと。その借り得部分

について、契約の内容、契約締結の経緯等を総合的に勘案して、当該差額のう

ち賃貸人等に帰属する部分を適正に判定して得た額を、実際実質賃料または実

際支払賃料に加減して資産賃料を求める手法であると。  

  結局は、実際の経済価値に即応した賃料と、本当にいただいている賃料との

差額分があると。その差額分を貸し主と借り主、両方にどう配分するのか、そ

の配分することによって、継続的な賃料、どちらに差額が発生したことによっ

て寄与しているのかということを分析して、賃料を求めていくという、今度の

契約改定に当たっての賃料を求めていくという手法です。  

  あと、適用方法については、どう適用していくかということが期待されてい

るのですが、ちょっと時間もありますので、割愛します。  

  あと、利回り法の意義は、利回り法は基礎価額に継続賃料利回りを乗じて得

た額に必要諸経費等を加算して、資産賃料を求める手法です。基礎価額にとい

うのは、その不動産の経済価値のことをいいますが、簡単にいいますと、その

経済価値に継続賃料利回りというものを掛けて、あと必要諸経費ですね。これ

は租税公課だとか減価償却費だとかと、そういったものを足して、賃料を求め

るという手法です。  

  適用方法については、具体的なので、割愛させていただいて、理論的には、

そういった一定の利回りを掛けることによって、継続賃料利回りという利回り

を掛けることによって、あと必要経費を加算することによって、継続賃料を求

めるという方法です。  

  次に、スライド法、３５ページの３です。（１）意義のところです。スライド

法は、直近合意時点における純賃料に変動率を乗じて得た額に、価額時点にお

ける必要諸経費等を加算して資産賃料を求める手法であるということです。直

近合意時点の賃料が、スライド率を掛けるんですけど、この変動率というもの

は、それはいろいろな経済情勢によって、例えば物価の上昇率だとか、賃金の

上昇率だとか、そういったものを勘案して、それを合意賃料、合意したときの

賃料に掛けて、どれだけ変動しているのかという、それによって求める手法で

す。 

  また、適用方法については割愛しまして、４番、賃貸事例比較法。賃貸事例

比較法は、新規賃料に係る賃貸事例比較法に準じて資産賃料を求める手法であ

る。資産賃料を求めるに当たっては、継続賃料、固有の価格形成要因の比較を

適切に行うことに留意しなければならないということです。類似した不動産の

賃貸の事例で、賃料をどれだけもらっているのか、あるいは賃貸というのは非

常に個別性がありますので、契約内容が類似したような賃貸事例を収集して、

それと比較考慮することによって、その対象となる不動産の地代、賃料を算定

するという方法です。  

  申し上げたとおり、不動産というのは非常に個別性がありまして、同じもの

は、ほとんどない。また契約も契約当事者がかわれば、契約内容は非常に多岐

にわたると思いますので、この賃貸事例比較法というのは、そういった対象不

動産と類似するもの、あるいは契約内容の類似するものというのを収集しなけ

ればならないので、そういった面からすると、適用するのが難しい手法だと思

います。  

  以上、その４手法を、これは単純に４つの賃料をこれによって求めるわけで

すけど、その４つの賃料を単純に４分の１して合計するというような話ではな
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くて、それぞれの手法によって、契約内容だとか対象不動産というものによっ

ては、規範性と我々は言うんですけど、どの手法を使ったものが一番証明力が

あるのかということを判断しながら、それぞれの手法で求めた賃料に軽重をつ

けて、そして継続の地代を求めていくという作業が必要になってきます。  

  以上、継続地代を求める鑑定評価の方法についてということの御説明です。  

  あと、最有効使用の原則とはどのようなものなのか、どのような場合に使用

するのかということで、実はこの最有効使用というのは、鑑定評価に当たって

は、欠くことのできないものでして、前提となるような概念です。全ての評価

で、この最有効使用ということを念頭に置いて評価を進めるという内容です。  

  鑑定評価基準の１２ページ目、ここに諸原則が記載されていまして、その中

の４、最有効使用の原則に記載されています。これも読ませていただくと、不

動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に富む使用（以

下「最有効使用と言う。」）を前提として把握される価額を標準として形成され

る。この場合の最有効使用は、現実の社会経済情勢のもとで、客観的に見て良

識と通常の使用能力を持つ人による、合理的かつ合法的な最高最善の使用方法

に基づくものである。なお、ある不動産について現実の使用方法は、必ずしも

最有効使用に基づいているものではなく、不合理または個人的な事情による使

用方法のために、当該不動産が十分な効用を発揮していない場合があることに

留意すべきであると。不動産の価格を求める場合には、その不動産が最有効の

状態であることを想定して、あくまでも価額を求めなさいということが書いて

あります。  

  これにつきまして、私どもが扱っている解説本の中でも記載がありますが、

特にお手元にはない文章ですけど、不動産は他の財と異なり、用途の多様性と

いう特性を有しているので、同一の不動産について、異なった使用方法を前提

とする需要が競合することとなる。この場合の需要者、買う人ですが、のつけ

値は、需要者の意図する使用方法によって異なるため、需要者の間に競争が働

くことになり、結局は、その不動産に対して最も高い価額を提示することがで

きる需要者、すなわち買い主ですが、その不動産を取得することとなるという

ことで、通常の売買でいえば、一番高い価格を提示した者が、もちろん購入す

るということになると思います。そこら辺は、最有効使用の状態を使える人が、

一番恐らく、その不動産の経済価値を高めることができますので、高い価額が

提示できるということで、そのような理論のもとに成り立っているものです。  

  また、ブルーの基準に戻っていただきまして、その２０ページ目のところで、

第２節、個別分析、（１）個別分析の意義ということで、この中では、個別分析

というのは、最有効使用を判定するために個別分析を、個別の不動産の状況を

分析しましょうということが書いてあります。  

  そして、その下のところに、２ということで、最有効使用の判定上の留意点

ということが記載されています。ここで７項目あるんですけど、先ほど申し上

げたような内容と同じような内容が書かれていますが、（１）では、良識と通常

の使用能力を持つ人が採用するであろうと考えられる使用方法であることだと

か、その最有効使用の中身ですね。というような内容が書かれています。  

  以上が最有効使用についてということの概念につきまして御説明しました。

どのような場合に使用するのかというと、鑑定評価の全ての場合に、最有効使

用を前提として評価しますということです。  

  最後に、５、不動産鑑定意見書と不動産鑑定評価書の違いについてというこ

とで、実は、不動産鑑定評価基準の一部分のみを適用した調査というのが意見

書といわれるものでして、一般的には、鑑定評価書に比べて簡易な価額調査を

行うという、簡単に申し上げるとそういうことです。それによって、一般的に

は報酬面でも安くなるというような形で意見書というのは発行されることがあ
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ります。  

  一般的には鑑定評価書なんですけど、その意見書が求められる場合というの

が限定されておりまして、それがピンクの冊子の中にガイドラインというのが

あるんですけど、これは主に、簡易な評価を行える場合の内容について書いて

あります。その１ページ目の定義（６）です。不動産鑑定評価基準にのっとっ

た鑑定評価とはということで、これが普通の鑑定評価書です。不動産鑑定評価

基準の全ての内容に従って行われる価額等調査をいい、例えば不動産鑑定評価

基準に定める要件を満たさない価額等調査の条件を設定した場合と、不動産鑑

定評価基準の一部分のみを適用準用した価額調査等は含まれないものとすると

いう。正規の鑑定評価基準に基づいて行った評価。  

  （７）のところで、不動産鑑定評価基準にのっとらない価額等調査とはとい

うことで、のっとった鑑定評価以外のものをいうということで、当たり前のこ

とが記載されています。この鑑定評価基準にのっとった鑑定評価が、いわゆる

不動産鑑定評価書で、のっとらない価額等調査というのが意見書と、一般的に

はいわれるものです。  

  その次の２ページ目の４で、のっとった鑑定評価とのっとらない鑑定評価の

峻別ということが書いてあります。上から４行目のところに、不動産鑑定評価

基準にのっとった鑑定評価を行うことを原則とするとしています。ただしとい

うことで、①から⑤が書いてあって、この条件を満たした場合については、の

っとらない鑑定評価を行うことができるということで、あくまでも限定された

中で意見書というのは発行できるということになっています。  

  その中では、例えば①のところで、調査価格等が依頼者の内部における主張

にとどまる場合。あくまでも簡易な鑑定評価ですので、利害関係人に余り影響

を及ぼさないような内部資料として使ったような場合とかという場合は、意見

書を求めることができるとなっております。  

  あと、その場合ですけど、７ページ目のところで、５、不動産鑑定評価基準

にのっとった鑑定評価と結果が異なる可能性がある旨というのが、評価書に記

載するということなんですけど、２行目から読ませていただきますが、価額等

調査の基本的事項の全部もしくは一部を不動産鑑定評価基準にのっとった鑑定

評価と異なることとした場合。一定の条件をつけた場合。あと価格等調査の手

順を不動産鑑定評価基準に定めるというのと異なることとした場合。これらの

相違点があることにより、不動産鑑定評価基準にのっとった鑑定評価とは結果

が異なる可能性がある旨を評価書に記載しなさいという旨が、この指針の中で

は書かれております。  

  ある一定の条件を、評価手法を省いたり、あるいは手順を省略したりした場

合については、価額が異なる可能性があるということを、ここでは言っており

ます。それを評価書にも記載すべきであるということが、そのガイドラインの

中ではうたわれております。  

  これが、意見書と不動産鑑定評価書の違いについてです。  

  時間もたちましたので、本当に雑駁な説明で、言葉が足りない部分もありま

して申しわけないと思いますが、あと、専門的な用語もたくさん出てきて、非

常にわかりづらかったかもしれませんけど、以上、講義項目として御指定いた

だいた内容のお話です。 

  以上です。  

 

皆川委員長   ありがとうございました。  

  ただいまの御説明につきまして、質問のある委員は挙手をお願いいたします。 

 

向山委員   県会議員の向山と申します。きょうはありがとうございます。  



令和３年１月１８日  県有地の貸付に関する調査及び検証特別委員会会議録（参考人招致） 

- 21 - 

  いただいた中で何点かお伺いをしたいと思うんですけども、先ほどの現況か

素地かの判断のところでなんですけども、依頼内容が合法であれば行うことに

なるということなんですが、実際、不動産鑑定士の皆様が行う場合というのは、

現況か素地かというのを、依頼主が基本的に指定をしてやるという意味でここ

をおっしゃっているんでしょうか。  

 

久保嶋参考人   評価の依頼内容に応じて、私どもが判断するわけですけど、基本的には、ど

のような価額が欲しいのか、あるいは、どのような賃料が欲しいのかというこ

とをお話の上で判断しまして、あとは、その評価の依頼内容が合理的・合法的

なのかということの観点で、できる・できないということを判断します。  

  その中では、先ほど申し上げたように、鑑定評価書がどのような目的に使わ

れるのか、不特定多数の者に開示されるのかとか、あるいは、内部資料だけで

の、あくまでも調査資料としての位置づけがあるのかとか、そういった影響度

合いなんかも考慮した上で判断することですね。どちらかというと、依頼者の

依頼目的に沿って、そこら辺を判断するということになると思います。  

 

向山委員   ありがとうございます。  

  そこでいきますと、例えばなんですけども、同じ鑑定士さんをお願いしてい

て、依頼主によって、これは現況でやってほしいという依頼があった場合、同

じ鑑定士さんが同じところを評価するのに、例えば、素地でやった場合って、

同じ鑑定士がやっても価格が変わることはあり得るという認識でよろしいでし

ょうか。  

 

久保嶋参考人   同じ鑑定士に異なった依頼目的であることは、余りあることではないと思い

ますけど、ただ依頼目的が違って、違う前提のもとで評価を行うとなると、当

然変わってくる可能性があります。  

 

小野参考人   １点補足させていただきますと、価格を求める不動産鑑定評価は、現時点の

価格を求めるということであれば、現況、今の状態をベースにする。ただし、

継続賃料を求めるという話になってきますと、現時点の正しい賃料は幾らなの

か。前回貸したときの状態の賃料は、果たしてどうだったのか、それを検討す

るときには、現況、今の状態というものと、その従前、貸す前の状態だったも

のというのを両方考える必要が出てくる場合があります。  

  恐らく、今回、この２つを並べて同じ鑑定士が２つの場合を評価して違う金

額出すことがあるのかという御質問なんですが、そういったケースというのは

恐らくほぼないと。ただ、今の賃料を見るのに、従前の状態を所与としたほう

がいいのか、前から引っ張ってきた形で考えたほうがいいのか。逆に、もとも

との賃料を見るときに、今の賃料から引き直して考えたほうがいいのかという

ような、そういう考え方が、鑑定士によっては出てくる可能性があります。  

  継続賃料の場合には、異なる２つの時点の対象不動産の価値判断を、どうし

てもせざるを得ないということで、この問題が出てくるケースが非常に多いで

す。 

 

向山委員   ありがとうございます。  

  そこでなんですけども、今回対象の県有地については、個別具体的になって

しまうのですが、先ほども澤野不動産鑑定士のお話もあった中で、澤野先生は

９０年以上貸し出している中で、不動産鑑定をするなら、目の前にある今のも

のが現況だと。それを全くなしにして、過去全くない山林原野のものを仮定と

してやるというのは、なかなか難しいんじゃないかということをおっしゃって
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いて、一方で、その３つの不動産大手といわれるところは、みんな山林素地で

やっているんですが、澤野鑑定士は自分の判断でやったと言っていて、３つの

うち、富士急行がお願いした大手の２つは、自分たちの判断で山林素地とした

と言っているんですが、不動産鑑定士が、個々にその不動産を鑑定したときに、

現況と素地で判断が分かれるということは、一般的にあり得ることなんでしょ

うか。 

 

久保嶋参考人   これも、やはり依頼目的に応じてということですね。依頼目的でそういった

依頼をしてくれば、それが不合理でない限りは、その依頼目的に応じて評価す

るということになると思います。本当に具体的な内容については、私ども承知

しておりませんので、一般的なお話として申し上げると、そんな形になります。  

 

向山委員   質問がちょっとわかりにくくて済みません。  

        例えば、依頼目的が一緒で、現況と素地で分かれるということは、一般的に

あり得るんですかね。今回のケースはそういうケースになってしまっているん

ですけど、依頼目的は一緒なのに、その土地を個々の不動産鑑定士によって現

況か素地で変わってしまうということはあり得ることなんでしょうか。  

 

久保嶋参考人   ここでの依頼目的というのは、その現在時点の利用状況を所与として賃料を

求める。あるいは、その前の山林とか、あるいは開発前の素地をもとに賃料を

求めるというようなお話だと思うんですけど、先ほど申し上げたとおり、現況

で評価することは、何ら問題ないと思うんですけど、ただ、依頼者がその時点

の賃料を、こういった条件のもとで評価してくださいと依頼されれば、その時

点のものが想定できなければ、それは困難だと思うんです。例えば周辺の状況

等を見て、ある程度合理的に判断できるものであれば、そういった依頼目的に

よって賃料、地代を出すということは可能だと思います。あくまでも、それが

合理的だと判断できるのかどうかと、その様子が判断できるかどうかというこ

とだと思います。  

 

小野参考人   今、委員御質問の依頼目的が同一であればという前提なので、それについて

お答えすれば、依頼目的が同一であれば、判断すべきものは、おのずと１つに

絞られるべきであるというのが理論的だと思います。  

 

向山委員   ありがとうございます。  

  もう一点、例えば継続賃料に関してなんですけども、あくまで、直近合意時

点というのが、その契約が有効だった場合という前提だと思うんですが、例え

ば、これも今回のケースなんですけども、直近の契約自体が違法無効で、全く

存在をしない契約ということになってしまった場合というのは、この直近合意

時点というものは、存在しなくなってしまうんでしょうか。  

 

久保嶋参考人   非常に難しいですね。そういった評価自体に直面したことは、もちろんない

ので、あくまでも直近合意したということですので、合意があったんではない

かという前提のもとで評価するというのが一般的ですが、それ自体が無効だと

なると、なかなか評価しがたいような気がするんですけど。  

  さらに、じゃそれをさかのぼって、直近合意じゃなくて、さらにその前に合

意されて、合法的な合意がされた部分にさかのぼってやるのかとか、そうなっ

てくるんでしょうね。ちょっとよくわかりません。  

 

向山委員   ありがとうございます。  
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  その２０億という鑑定を出した嶋内鑑定士は、その契約自体が無効だから、

スライド法、また差額分配法はもう適用できないという論法をおっしゃってい

るんですけども、そこで問題になるのが、地方自治法との関係なんですが、こ

れは県当局の見解なんですけども、地方自治法上の概念が、不動産鑑定の基準

の中には入っていないと。これを改めて、新しく、今回真理の発見みたいに県

が見つけたということで、地方自治法上の２３７条の２項というところに、適

正な価格で貸し出さなければいけないというのがあるんですが、その適正な価

格でなければ、この不動産鑑定のそもそも契約自体が違法無効になるので、そ

れも全部留意した上で、この不動産鑑定を行わなければいけないということを

言っているんですけど、その地方自治法上の適正な価格と、この不動産鑑定の

関係性というところを、わかる範囲でお伺いできればと思います。  

 

久保嶋参考人   地方自治法上の適正な価格というのはよくわかりませんけど、私どもも鑑定

評価をする場合は、正常価格というような、不特定多数の人々が参加して、自

由な市場を前提として、そういった市場のもとでの価格を求めるということは

ありますけど、適正な価格という意味がちょっとわかりかねるところですけど、

その正常価格に該当するのか、それとも、非常に法律概念で正常な価格という

のは難しいですね。私どもの理論の中では、あくまでも依頼目的でこのような

価格を求めてほしい、あるいはこのような賃料を求めてほしいという依頼があ

れば、それに従って評価するということだと思うんですけど。  

 

向山委員   ありがとうございます。  

  もう一点、最有効使用の原則のところでちょっとお伺いをしたいんですが、

例えば、具体例になっちゃうとあれなんですが、ゴルフ場があって、そのゴル

フ場を宅地分譲したほうが価格が上がるからということで、目の前にゴルフ場

があるのに、宅地分譲として評価するということは、過去例として、そういう

ようなケースがあったのかを、お伺いしたいと思います。  

 

久保嶋参考人   私自身、そういうのはないですけど、非常に最有効使用の概念も難しくて、

一般的な市街地であれば最有効使用というのは判断しやすいんですけど、例え

ばゴルフ場に利用されているところというと、恐らく大分離れた田舎のところ

だと思うんですけど、その中で、いろいろ最有効使用は何が合理的なのかとい

うのは難しいとは思います。１つ、事業リスクの問題もありますし、そういっ

たことをどう判断するのか、そこら辺はやはり、例えば開発するんであれば、

そういう依頼が来れば、開発計画が合理的なのかどうかとか、そういったもの

を判断しながら評価を進めていくということに、あるいは、評価を受託すると

いうことになると思いますけど。  

 

向山委員   ありがとうございました。  

  もう一点、借地権についてお伺いをしたいんですけども、一般論として、一

時金を支払っていない場合は、借地権というのは全く存在をしないのかという

ところなんですが、山梨県は一時金を支払っていないものは、借地権が存在し

ないので、借地権割合相当額の控除が認められないという考え方に立っている

んですけども。午前中に来ていただいた澤野鑑定士は、借地借家法に基づいて

いえば、借地権が存在すれば、そこに借り主と借り手がいて、借地権が実際存

在していれば、一時金を払わなかったことで借地権がないということは通常あ

り得なくて、ほとんどの不動産鑑定士は、そういう判断をすると言っていたん

ですけど、そこら辺の考え方をお伺いしたいと思います。  
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久保嶋参考人   一時金の授受というのは、鑑定評価の中でも、いろんな借地権の発生事例は

見たりしますが、一時金の授受が絶対条件ではないとは思います。ただ、この

借地権のありなしということとなると、やはりこれは法律家の判断によるのか

なと思います。  

 

小野参考人   １点補足させていただきますと、借地権が成立しているということと、借地

権に価格がつくということは、別の問題でして、借地権が成立していても、借

地権自体が取引の対象にならないという、借地権なんか誰も買わないよという

場合は、借地権の価格はない。  

  午前中の鑑定士さんがおっしゃるとおり、借地権があるかないかということ

と、借地権の価格が成立しているか、していないかというのは、別の問題だと

いうことを申し添えておきます。  

 

向山委員   最後、済みません、１点だけ。利害関係人のところについてお伺いしたいん

ですけども、不動産鑑定評価基準の、この青の４ページのところの不動産鑑定

士の責務のところに利害関係等があると思うんですが、一般論として、原告側

の不動産鑑定のアドバイスを行って報酬を求めていて、被告側の不動産鑑定を

行う。両方の不動産鑑定評価を行うということは利害関係に当たるのかなと、

一般論として考えるんですが、まずそういったことはあり得るんでしょうか、

原告・被告両方の不動産鑑定を行うという。  

 

久保嶋参考人   私もよく承知しないんですけど、弁護士だったら双方代理みたいな形で、そ

れはできないでしょうけど、現実にそういうことを依頼された場合は、私だっ

たらお断りするということになると思うんですけど、そういったケースは余り

聞かないですけど、どうですか。  

 

小野参考人   裁判所の調停だと、原告と被告両方いらっしゃって、調停の段階だと原告・

被告と言わないんですかね。その両方がそれぞれ一人の鑑定士の先生に鑑定を

依頼して、その金額をもとに調停を進めましょうというようなケースであれば、

経験もしたことがあるかなと思いますが、要はその賃料なり価格なり時点で、

原告被告で争いがあるようなときに、一人の鑑定士なり法人が両方の鑑定をす

るということは、余りないんじゃないかと考えます。  

 

向山委員   もっと言うと、この不動産鑑定士の責務の鑑定基準の利害関係をする場合は、

鑑定評価は引き受けてはならないという項目があるんですが、ここに該当する

んじゃないかと思うんですが、一般論としてどうなるんでしょうかね。  

 

久保嶋参考人   利害関係の内容がちょっとよくわからないので、お答えできないですけど、

本当に利害関係が対立していれば、やはり先ほど申し上げたように、受けるこ

とは差し控えるべきだと思いますけ。  

 

小越委員   先ほど依頼人からの条件という話があったんですけど、例えば依頼人から、

今までは違うんだけど、今回は借地権を設定してくださいと、一時金を設定し

てくださいと頼まれれば、７億が２０億になるということもあり得るんでしょ

うか。依頼人の依頼目的というのは、依頼する側の条件を言えば、それに沿っ

たものが出てくるんでしょうか。  

 

小野参考人   鑑定評価の条件は、依頼者が設定すれば、どのような条件でも設定できると

いうものではなくて、それが合理的な条件でなければならないし、実現可能な
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ものでなければならないし、または第三者の利害を害するものでなければなら

ないというような条件の設定も、鑑定評価基準の中でかなり厳密に規制されて

いるので、全ての条件を依頼者の申し出に従って採用できるということではご

ざいません。  

 

小越委員   では、依頼人が依頼したとしても、不動産鑑定士の方が、合法的ではないか

ら採用いたしませんと拒否することもできるということですよね。 

 

小野参考人   むしろ、合法的だと認められなければ、拒否するべきだと考えます。  

 

渡辺委員   よろしくお願いします。先ほどの向山委員の発言とちょっと関連するんです

けれども、今回、問題になっている事案は、以前、不動産鑑定士の方が原告に

アドバイスを行っていて、そのことを知りながら、被告から不動産鑑定評価書

の作成を依頼されて、不動産鑑定評価書を提出した。もちろん訴訟で争われた

事件についてですけど。そういった場合に、不動産鑑定士の職業倫理の点で問

題があるんじゃなかろうかと、私は思っているんですけれども、不動産鑑定士

協会で、罰則等を含めた規定があるんでしょうか。 

 

久保嶋参考人   不動産鑑定士協会、連合会という上部団体の中でも、そういったものもあり

ますし、私ども県単位の弁護士協会の中でも、そういった部署・委員会があり

ます。そこで、そういった申し出があれば、それによって協議したり検討する

という組織があります。 

 

渡辺委員   そういったところに倫理違反、職業倫理に反している。利害関係人なのに双

方から請け負って金銭まで授受しているというような事件に対して、一般的な

人でも訴えることは可能なんですか。それとも利害関係人でないとだめですか。 

 

久保嶋参考人   私ども、山梨県不動産鑑定士協会の会員が、それにかかわっているとなれば、

そういった形で受け付けて協議する。それが協議の議題に上がるのかどうかも

含めて協議するということになると思います。  

 

渡辺委員   ありがとうございました。  

  最後に１点だけ、県から不動産鑑定評価書の依頼を受けて不動産鑑定書を作

成した嶋内不動産鑑定士は、昨年１２月２４日の参考人招致の際に、鑑定評価

書を作成に当たっての鑑定資料として、山梨県不動産鑑定士協会に所蔵されて

いる２０１８年の山中湖来訪者数の資料を利用したと発言なさっておりますけ

れども、このような資料というのは、協会の中に所蔵されていらっしゃるんで

すか。 

 

久保嶋参考人   山梨県来訪者数ですか。  

 

渡辺委員   済みません、山中湖です。  

 

久保嶋参考人   山中湖来訪者数ですか。  

 

渡辺委員   そうです。２０１８年です。  

 

久保嶋参考人   いや、我々は直接的……。  
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（「県の観光部に質問したら？」の声あり）  

 

久保嶋参考人   不動産鑑定士協会に所蔵されているものですか。  

 

渡辺委員   あるのかないのかについてでも。  

 

久保嶋参考人   ひょっとしたら、各市町村の概要を記載した文書がありますので、その中に

そのような数字なりが載っていたのかもしれません。特別に、その目的に沿っ

たものを作成しているということはないと思います。  

 

渡辺委員   参考人の発言ですので、事務局を通じて、確認を。本当に、日本不動産鑑定

士協会、参考人がそのように、議事録を見ていただければ発言していますので、

確認を後日していただけますか。  

 

皆川委員長   事務局に確認させます。  

 

飯島委員   参考人からお伺いしまして、とても勉強になりました。  

  まずは、参考人の御説明を伺い、依頼目的というのは、とても大事だなと、

私は認識したんですけども、依頼目的が、今回言われているのは、今までずっ

と継続の中で、素地をベースにしていた契約だったんですが、嶋内鑑定士は２

０億円という、現況で出てきたということなんですが、これは、依頼主から現

況でやってくれと言われたので出てきたということ考えてもいいんでしょうか。 

 

久保嶋参考人   先ほど申し上げたとおり、現況をもとに地代を算定してくれと言われれば、

それはもう何ら問題ないと思います。  

 

飯島委員   合理的な理由があれば、依頼主にのっとった鑑定を進めるということだと思

うんですが、一方で、この鑑定に関しては、さまざまな御意見があるんですけ

ど、その中で継続案件ということもあるし、あるいは９３年前に森林原野を開

発したときの資本投下は富士急さんが行っているという部分も考えると、現況

は適当ではないかという日本不動産鑑定士協会のコメントもあるんですけども、

それは依頼主から受けて不動産鑑定士がそういう鑑定をしたのに、もう一方、

客観的な第三者というかね、日本不動産鑑定士協会はいかがなものかなという

コメントをしているんです。その辺のジャッジは、どう受けとめたらいいのか、

アドバイスをいただけますか。  

 

久保嶋参考人   非常に難しいと思うんですけど、私どもは、かねてから申し上げておるとお

り、依頼目的に応じて評価をするということで、どちらがより合理的なのかと

いうのは、やはり第三者の判定する機関でやるべきだとは思います。私どもが

コメントするような内容ではないとは思います。  

 

飯島委員   わかりました。ありがとうございました。  

 

皆川委員長   久保嶋様並びに小野様、お忙しい中、貴重な時間をいただきまして、御意見

をいただき心から感謝申し上げます。本日はまことにありがとうございました。 

  暫時休憩いたします。再開は午後２時１０分。  

 

（休憩）  
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※参考人：山梨県弁護士会 太田道明 氏 

 

 

皆川委員長   休憩前に引き続き会議を開きます。  

  それでは、参考人を御紹介します。  

  山梨県弁護士会副会長、太田道昭様です。  

  この際、委員会を代表いたしまして一言御挨拶を申し上げます。  

  太田参考人には御多忙のところ、当委員会の求めに応じて御出席を賜り、ま

ことにありがとうございます。  

  本日は、弁護士としての高度な知識と豊富な経験をお持ちである立場から、

忌憚のない御意見をいただけますようお願い申し上げます。  

  それでは、太田道昭参考人から、住民訴訟制度等について３０分程度御説明

をお願いいたします。その後、質疑・質問の時間をとりたいと思います。  

  太田道昭参考人、よろしくお願いいたします。  

 

太田参考人   ただいま委員長から御紹介をいただきました、今年度、山梨県弁護士会の副

会長をしております太田と申します。よろしくお願いいたします。  

  今回は、住民訴訟などの制度について、お話をするようにということで御依

頼をいただきました。複雑な制度ですが、簡潔にわかりやすく御説明をさせて

いただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。  

  それでは、具体的に御説明をさせていただきます。  

  今回は、議会から、大きく分けて、住民訴訟制度、地方自治法２３７条２項

の適正な対価について、民事訴訟法８９条の裁判上の和解について、この３つ

について大きくお話をするようにということでいただいております。  

  ２つ目の地方自治法２３７条２項の適正な対価については、御質問が３つに

分かれておりますが、これにつきましては、まとめるような形でお話をさせて

いただければと思っております。  

  それぞれの制度とか条文につきましては、今回、講義の参考資料としてつけ

させていただいております。これにつきましては、条文そのものではなくて、

今回、具体的に住民監査請求がなされまして、その後、住民訴訟が出されてお

ります。今回の件に具体的にかかわるようなことにつきまして、そこに焦点を

当てるような形で記載をさせていただいておりますので、条文そのものではな

いことを御了解いただければと思っております。  

  それでは、まず住民訴訟制度から御説明をさせていただきます。  

  この住民訴訟制度の前提としまして、住民監査請求制度というのがございま

す。それについては、地方自治法の２４２条１項に規定がございます。この内

容ですけれども、普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長に対

して、違法もしくは不当な財産の管理、契約の締結、もしくは履行があると認

めるとき、または違法もしくは不当に財産の管理を怠る事実があると認めると

きは、これを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該故意、も

しくは怠ることによって、当該普通公共団体のこうむった損害を担保するため

に必要な措置を講ずべきことを提起することができると、このようになってお

ります。  

  今回は、この住民監査請求がなされまして、これについて監査委員から、そ

の請求が棄却されましたので、その後に住民訴訟となっております。この住民

訴訟制度ですが、これについては（２）のほうに記載をさせていただいており

ます。法律でいいますと２４２条の２第１項、第２項第１号になります。その
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内容ですが、住民監査請求をした住民は、監査委員に対する住民監査請求の結

果に不服があるときは、その結果の通知から３０日以内に住民訴訟を提起する

ことができる、このように規定されております。  

  この住民訴訟ですが、大きく４つのことが請求できます。これは２４２条の

２第１項の１号から４号で規定されております。１号が差止めです。２号が取

り消しまたは無効確認、３号が怠る事実の違法確認、４号が損害賠償請求また

は不当利得返還請求ということになります。  

  今回は、この４号が請求されているかと思いますので、この４号について、

より具体的に御説明のほうをさせていただきます。  

  （３）のところに記載させていただいております住民訴訟の４号訴訟におけ

る請求内容についてです。違法な財務会計上の行為、または違法に財産の管理

などを怠った事実について、当該職員、これは長も含まれます。または当該行

為、もしくは怠る事実に係る相手方に対する損害賠償、または不当利得返還の

請求をすることを、当該普通地方公共団体の執行機関に対して求める請求とい

うことになっております。  

  つまり、執行機関に対して、こういった請求をしてくださいよということな

ので、これは一般的に義務づけ訴訟といわれております。これは平成１４年ま

で制度がちょっと違ったのですが、平成１４年の改正で、このような制度にな

っております。  

  では、この４号訴訟において、原告が勝訴した場合はどのような手続になる

かにつきまして御説明のほうをさせていただきます。  

  これについては、２４２条の３第１項、第２項に規定がございます。４号訴

訟において、損害賠償または不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合、

普通地方公共団体の長は、判決確定日から６０日以内に損害賠償金または不当

利得返還金の支払いを請求しなければならないとなっております。  

  また、判決確定日から６０日以内に損害賠償金または不当利得返還金が支払

われないときは、当該普通地方公共団体は、損害賠償または利得返還の請求を

目的とする訴訟を提起しなければならないとなっております。ですので、支払

いがなされない場合には、再度の訴訟を提起する必要があるというような制度

になっております。  

  ここまでが、住民訴訟制度の概要についての御説明になります。  

  続きまして、地方自治法２３７条２項の適正な対価について御説明をさせて

いただきます。  

  まず、条文の内容を説明させていただきます。第２３８条の４第１項、これ

は行政財産の管理及び処分の規定ですが、この規定の適用がある場合を除いて、

普通地方公共団体の財産は、条例または議会の議決による場合でなければ、適

正な対価なくしてこれを貸し付けてはならないとされております。  

  そもそも、行政財産という言葉が出てきているんですが、こういったものに

つきまして御説明をさせていただきますと、公有財産は、大きく、行政財産と

普通財産に分かれます。行政財産というのは、さらに、公用財産と公共用財産

というものに分かれます。公用財産というのは、例えば、庁舎とか、地方公共

団体の必要のために利用されているものです。公共用財産というのは、学校で

すとか、公園ですとか、市民が共同利用するものなどです。それ以外のもの、

行政財産以外のものについては、普通財産という形になります。今回の土地の

賃貸借については、恐らく普通財産ということでよろしいのではないかと思っ

ております。  

  そうしますと、第２３８条の４第１項の規定の適用がある場合を除くと、こ

こには該当しませんので、適切な対価なくして、その貸付をする場合には、条

例または議会の議決によることが必要になるという理解となります。  
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  では、この適正な対価とは、具体的にどういったものかですが、これは解釈

の問題になります。これにつきましては、地方自治法の解釈につきまして、元

自治省の事務次官をされていた松本英昭さんの「新版逐条地方自治法」という

のが、現在でもいろんな自治体で、主にその解釈の判断のときに利用されてい

るかと思いますけれども、それによりますと、適正な対価とは、通常は当該財

産が有する市場価値（時価を言う）と記載されております。  

  この「通常は」とか「市場価値（時価を言う）」とか、そのあたりが具体的に

何を指すのかについては、この逐条解説には、これだけの記載しかございませ

ん。後で、最高裁の平成１７年の判例の事案を御紹介させていただきますけれ

ども、そこでも差し戻し審で具体的に判断がされていますので、それも御参考

にしていただければと思います。この市場価格については、結局、個別具体的

な判断にならざるを得ないのかなと思われます。  

  それでは、次のページになりますが、最高裁の平成１７年１１月１７日の判

決について、御説明をさせていただきます。  

  これは、適正な対価ではない売買が行われた場合に、どのような議会の議決

が必要かということについて、判断をした判決になります。  

  事案ですが、これは町の話なんですが、町長は平成１２年３月、町が出資し

た第三セクターとの間で、同社が前年までに町有地から採取した砂利の採取料

を１立方メートル当たり２０円とし、同社が町に採取料８９万２ ,２００円を支

払う旨の合意をしたと。町議会は、上記合意に基づき、町に支払われた砂利採

取料を財産収入として計上した平成１１年度一般会計補正予算を可決した。町

議会における上記補正予算の審議においては、議員から本件譲渡の単価が適正

な対価といえるのかどうかの質問があり、町長側は、近傍区域の類似の取引事

例における単価を参考にして、上記単価を決定したなどと説明をした。住民ら

は、本件譲渡が町の財産である砂利を低廉な価格で第三者に譲渡するものであ

り、これにより町が損害をこうむったとして住民訴訟を提起した。この争点で

すけれども、本件では、地方自治法２３７条２項の議会の議決の有無が問題と

なったという事案です。 

  つまり、別な読み方をすると、１立方メートル当たり２０円という価格が適

正な対価でないのであれば、どのような議会の議決が必要かということであり

まして、１立方メートル当たり２０円というのが適正な対価であれば、そもそ

も判断、何ていいますか、議会の議決の有無がどういったものが必要かという

ところにの検討に入らなくていいわけなんですが、まずは、適正な対価ではな

かった場合に、どのような議決が必要となるかについて判断をした最高裁判決

ということになります。 

  実際には、破棄差し戻しをして、より具体的に事案を検討してくださいよと

いうことになっているんですが、先ほどのところについては、最高裁として判

断をしております。その内容について申し上げます。  

  法２３７条２項などの趣旨に鑑みれば、同項の議会の議決があったというた

めには、当該譲渡等が適正な対価によらないものであることを前提として審議

がなされた上、当該譲渡等を行うことを認める趣旨の議決がされたことを要す

ると言うべきである。議会において、当該譲渡等の対価の妥当性について審議

がされた上、当該譲渡等を行うことを認める趣旨の議決がされたというだけで

は、当該譲渡等が適正な対価によらないものであることを前提として審議がさ

れた上、議決がされたということはできない。このように判断をいたしており

ます。 

  つまり、適正な対価によらないものである場合には、そのことを前提として

審議がされる必要があるということを判断しております。  

  では、これが仙台高裁に差し戻されまして、仙台高裁ではどのような判断が
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されたかについて、具体的に申し上げます。  

  本件売却の砂利１立方メートル当たり２０円の単価は、本件売却によって砂

利が採取された土地と同地区内について、本件売却前５年間の売買実例が４２

円ないし２０円だったことにより、定められたものである。１立法メートル当

たり単価２０円は、上記売買実例の最安値であるものの、同単価で実際に行わ

れた取引があることと、最安値を選択したのは民間の取引価格を引き上げるこ

とにならないようにするためというのであり、不当とはいえないことからする

と、適正な単価でないとはいえない。上記売買実例の価格帯、４２円ないし２

０円も、町民らの述べる１立方メートル当たり単価４２円８６銭または採取代

金５０円に近いものである。以上によると、本件売却が適正な対価なくしてな

されたものとは認められない。このように判断をしております。  

  つまり、最高裁のほうでは、適正な対価ではなかった場合にどのような議決

が必要となるかということを判断したんですが、そもそも今回のこの事例では、

差し戻し審では、これは適正な対価による取引だったということで、その後の

判断には踏み込んでいないということになります。  

  続きまして、次は（４）になりますけれども、地方自治法２３７条２項と賃

貸借契約の有効性との関係について御説明をいたします。  

  地方自治法２３７条２項に違反して行われた財産の管理及び処分は、当該公

共団体と相手方との関係においては無効と解せざるを得ないと、このように解

釈をされております。しかし、そのために善意の相手方に損害を与えたときは、

当該財産の管理、処分者は損害賠償の責任を有するとされております。これは、

先ほども御紹介しました「新版逐条地方自治法」に記載されております。  

  ここまでが、地方自治法２３７条２項の適正な対価に関する、お聞きになり

たい事項についての御説明になります。  

  最後に、民事訴訟法８９条の規定、裁判上の和解について御説明をさせてい

ただきます。  

  民事訴訟法８９条は、和解の試みについての規定となっております。この内

容ですが、裁判所は訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、また

は受命裁判官もしくは受託裁判官に和解を試みさせることができると規定をさ

れております。  

  ここでいう受命裁判官というのは、合議体の、合議体は通常裁判官３人です

が、そのうちのいずれかの裁判官ということです。受託裁判官というのは、本

件を担当している裁判官以外の裁判官となります。通常は受命裁判官、または

その合議で、和解の話し合いを試みるのかなと思っているところです。  

  ８９条に、このような記載があることからも、裁判所は、その事案によりま

して、本当にいろんなタイミングで和解を促してくることがあります。最初か

らある程度勝ち負けがはっきりとしているようなものについては、かなり早い

段階で和解を促してくることもありますし、判決の審理を尽くした上で、ぎり

ぎり判決の前になって、和解を促してくることもあります。  

  なぜ、和解を促すかというところなんですが、これは住民訴訟にそのまま当

てはまるかどうかというところはあるんですが、一般的には、判決で裁判官か

ら判断をされても、どうしても負けたほうというのは、なかなかすぐには承服

しにくくて、控訴・上告したりですとか、それをしない場合でも、一般的には

裁判ですと、お金を払えとかそういった請求が多いんですけれども、判決で認

められたにもかかわらず払わないとか、そういったことが見られます。それよ

りは和解で、話し合いで解決をしたほうが、より当事者の納得も得られるとい

うところがありますので、裁判所のほうでは、和解を強く勧めることがありま

す。 

  では、裁判上の和解がなされると、それはどのような効力を有するかという
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ことについて御説明をします。  

  これについては、民事訴訟法２６７条に規定がございます。和解を調書に記

載したときには、その記載は確定判決と同一の効力を有するとされております。

つまり、負けたほうが、例えばお金の支払いが認められたもので、その支払い

がなければ、判決に基づいて執行するとか、一般の民事訴訟では、そういった

ことが行われます。住民訴訟ですと、義務づけ訴訟ですので、ただ単にお金を

払えというものではございませんので、今のようなお話がそのまま適用される

わけではございませんけれども、一般的にはそのような効力が訴訟上の和解に

はございます。  

  今回、賃借人が補助参加をしているとお聞きしましたが、そうしますと、一

般的に補助参加人には、参加の効力というのが判決の場合にはございまして、

今回、賃借人は山梨県に補助参加、要は補助参加人というのはどちらかにつく

わけですけれども、ついているかと思います。そうしますと、ついたほう、今

回でいうと山梨県についたということであれば、山梨県が敗訴した場合には、

補助参加の効力によって、要は判決に拘束されるということですね。そういっ

た効力が民事訴訟上はございます。これと和解のところの、先ほど申しました

ように、住民訴訟の場合の和解が一般的なものとは違うかと思いますので、若

干違うはあるかもしれませんが、補助参加人との兼ね合いも出てくるかと思っ

ているところです。  

  それでは、お話をするようにと言われた内容そのものではないんですけれど

も、それに関連することで、住民訴訟の４号訴訟における和解の可否というも

のが、今回の事例ですと問題になるかと思います。これにつきましては、法律

による行政の原理からすれば、訴訟上の和解は、認められないとも解されると

いうような見解がございます。ただし、実務上、訴訟外で執行機関が住民の意

向に沿うような対応を行い、住民が訴えを取り下げるという形での、事実上の

和解は可能であろうとされております。  

  なお、このような形で事実上の和解を行う場合には、紛争の終局的な解決の

ために、利害関係人も加えた上で事実上の和解をすることも考慮すべきではな

いかということが、４号訴訟の改正のときに、その改正に携わった委員の方々

が作成した書籍に、そのような解釈が載っておりますので、一応これについて

もお話をさせていただきます。  

  済みません、時間が、当初お話しいただきました３０分よりちょっと短くな

りましたが、私からまとめてお話しすることは、以上になります。  

 

皆川委員長   ありがとうございました。  

  ただいまの御説明につきまして、質問のある委員は挙手をお願いいたします。 

 

向山委員   済みません、県会議員の向山と申します。きょうはありがとうございます。  

  何点か、お伺いしたいと思うんですけども、最後にお話をいただきました、

４号訴訟の和解の可否についてですけれども、聞き漏らしたところがあるんで

すけど、法律上認められない？  

 

太田参考人   法律上、認められないということの明記はないんです。ですので、解釈とし

て、そういったものが認められるかどうかという議論が出てきます。これにつ

いては、法律による行政の原理からすれば認められないとも解されるというよ

うに解釈をされております。これはどういうことかというと、法律の考え方と

は違うのに、勝手に和解をすると、法律に沿っていない行政運営をしてしまう

おそれがあるから、そのように解されているんだと思います。  
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向山委員   大変貴重な御賢察をいただきました。可能であれば、その該当部分を、事務

局に、どの本のここら辺だということで御提示をいただければありがたいと思

います。  

 

皆川委員長   太田参考人、いかがですか。  

 

太田参考人   はい、承知しました。 

 

皆川委員長   いいですか、ありがとうございます。  

 

向山委員   その上で、こんな質問をするのは恐縮なんですけども、法曹の先生方が基本

的に「裁判所」という言葉を使うときに、建物のことを指すのか、裁判官のこ

とをいうのか、合議体の場合は、裁判長、右陪席、左陪席あわせて裁判所とい

うのか、どういう意味で「裁判所」という言葉をお使いになるか、お伺いした

いと思います。  

 

太田参考人   私どもが使うとき、建物について裁判所ということもありますけれども、こ

ういう説明のときに申し上げるのは、一般的には裁判体としての裁判所という

ことになります。ですので、裁判官が１人のときでも裁判所ということは当然

ございますし、今回は合議体ということだと思いますけれども、その場合には

３人の裁判官について裁判所と申し上げているところでございます。  

 

向山委員   済みません、当たり前の質問で恐縮なんですが、これは何か法律の専門用語

集とかで規定があるんですかね。大体当たり前というか、暗黙の了解で、基本

的なものでそれは決まっているんでしょうか。こんなばからしい質問で恐縮な

んですけど、済みません。  

 

太田参考人   例えば、民事訴訟法８９条の規定でも「裁判所は」という形で、要は和解の

試みができるとなっております。ですので、一般的、法律の用語として、合議

体なり裁判体のことを裁判所と法律上も言っております。  

 

向山委員   ありがとうございます。普通の弁護士の先生なら間違いないということが確

認をできました。  

  この恩賜県有財産に関してなんですけども、今回の対象については、これは

森林総合利用協議会というのが３年に１回ぐらいあるんですけども、その中の

言葉で、「恩賜県有財産は、県の所有だが、民法の適用がされると。その上で別

荘地としての使用目的ですから、借地法が適用される」と、これは当時参加さ

れた弁護士会の方がおっしゃっていました。  

  これについて、この委員会の中で、林務長が見解をかえているところで説明

をしているんですけども、その場で、その場でというのはさっきの平成１９年

の森林総合利用協議会の話なんですが、その場の議論の中で、「地方自治法にま

で話が及ばなかったと、そのことは考慮されていなかったものではないかと考

えてございます」という言い方をしていて、要は民法が適用されて、借地借家

法が適用されるんだけども、そこに地方自治法上の考慮がされていなかったか

ら、今回正しくないですよと言っているんですけど、普通に考えて、その対象

に携わる賃貸借契約を考えるときに、地方自治法上の考えというのは、前提と

してあるものなのか、全く法律の専門家としても、公有財産を考えるときに、

それをすっ飛ばして考えちゃうことがあるのか、そこをちょっと一般論として

お伺いできれば。  
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太田参考人   当然、地方公共団体が賃貸人となるのであれば、公有財産についての管理と

いうことになるかと思いますので、当然、地方自治法の適用については、検討

することになります。  

  それとあわせて、借地借家法というのは、一般的にいわれているのは、要は

賃借人の権利を保護するために、その一般民法の規定を、より賃借人の保護の

ための規定を置いているという法律です。ですので、この借地借家法の建物所

有目的とか、そういったものの適用があるのであれば、当然、賃貸人がその地

方公共団体だとしても、借地借家法の適用についても検討はする必要があるん

ではないかと思っております。  

 

向山委員   ありがとうございます。  

  最後に１点だけお伺いしたいんですけども、これも素人的な発言で申しわけ

ないんですが、裁判上に提出している書類とか、例えば、不動産鑑定評価とい

うものがあると思うんですが、そういったものが裁判でまだ確定をしていない

ときの考え方についてなんですが、今回の場合は２０億円というものが出て、

それが適切・適法だといわれていて、それに応じて地方自治法で違法無効だと

言っているんですが、判決がない状態でも、この有効性はどのように解される

ものなんでしょうかね。その裁判所が判決をしていなくて、原告・被告が、し

かも一方は公共団体で、その鑑定書、それに応じた契約について違法無効と判

断をされている。この法的な適法性、適用性というのはあるんでしょうか。  

 

太田参考人   今のお話は、要は裁判所として何が適正な価格かについて判断がなされる前

に、それが適正な対価だったかどうかを判断して、それを前提に和解ができる

かというお話でよろしいでしょうか。  

  結局、そこのところが本件でも非常に難しいところだと思うんですが、結局、

個別具体的にどう判断をするのかというところになりますので、一般的にどう

なるのかというところについては、正確に御回答が難しいかと思いますので、

どうしても個別具体的な判断にならざるを得ないというところで御容赦願えれ

ばと思います。  

 

向山委員   ちょっと聞き方が悪かったんですけど、裁判所が判断をしていない状況で、

自治体が違法無効を判断した。この場合、違法無効と言われた側が反訴し、訴

えを起こして、裁判所の判断が確定するところまで、違法無効状態は片方側の

判断で成り立つものなのか。本当に根本的な質問ですけど、借り主である県が、

違法無効ですと言ったら、県が言っているから、判決が確定するまでの間は、

違法無効という状態になってしまうのかどうかというところですが。住民訴訟

の根本になってしまうかもしれませんけど。  

 

太田参考人   それについては、和解をすれば、当然、当事者間では適法・違法を前提にし

て和解をするわけですよね。先ほど申したとおり、当然、当事者については和

解の拘束力がありますので、それについて一方が不服を言うといったことは出

てきません。問題は、補助参加人として参加されている相手方をどうするか、

不服があるとして、また反訴するかどうかという話になるかと思います。そう

いったところもあるので、先ほど、私が口頭で申し上げた解釈ですけれども、

和解をするときには、利害関係を有する人もあわせて和解をする必要があるだ

ろうと、そういうふうに解釈されているんだろうと思われます。  

 

小越委員   住民訴訟で、県から歴代知事や富士急さんに請求しなさいとなっていると思
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うんです。今回、適正価格のこともあるんですけど、故意・過失については、

住民訴訟でどのように扱われて、故意・過失の考え方は、どの程度反映される

んでしょうか。  

 

太田参考人   今回の義務づけ訴訟は、歴代の知事に対して損害賠償請求するよう、現在の

執行機関に対して求めるというものですので、損害賠償請求ということであれ

ば、当然、故意・過失の問題も出てまいります。ですので、判決ということに

なれば、裁判所のほうでは、判決の中で歴代の知事の故意・過失について判断

することになろうかと思います。  

 

小越委員   故意・過失の考え方です。１００％とか、３０％とか、それは裁判の中で故

意・過失の割合が明らかになってきて、損害賠償のお金が決まっていく。富士

急さんの場合は、地方自治法違反だということを前提で、故意・過失があった

場合は損害賠償となり、また、故意・過失がなかった場合は不当利得というこ

とで、そうすると富士急さんだけは、何が何でもお金を払わなければならなく

なるんですけど、故意・過失の考え方を、どのように整理したらいいんでしょ

うか。 

 

太田参考人   先ほど１００％か３０％かというような、要は故意・過失がどの程度認めら

れるのかということですが、一般的に裁判では、故意・過失があったかなかっ

たかという判断はされますが、それが、例えば３０％の過失だったというよう

な判断を、一般的に裁判所はしないかと思います。  

  むしろ、損害賠償が認められるときには、損害賠償の範囲として、どの程度

が妥当かを判断するんではないかなと思っております。  

  もう一点の、歴代の知事に対しては損害賠償だけれども、賃借人のほうに対

しては故意・過失がなくても不当利得の返還請求になってしまうんではないか。

それは不合理ではないかという話なんですが、それについては、先ほど御説明

をさせていただいたんですが、きょうお示しした資料の２ページ目の下の（４）

のところです。２３７条２項に違反して行われた行為については、結局無効に

せざるを得なくて、要は、この場合には不当利得の話が出てくるものかと思い

ますけれども、その場合に、賃借人が善意であれば、当然、委員からお話があ

りましたように、全く故意・過失がなくても経済的な負担を負わなければいけ

ないのかという話が出てくるので、それについては、当該財産の管理処分者は

損害賠償責任を有するということですので、歴代の知事が、その分について賠

償責任が出てくると思います。  

 

小越委員   最後に聞きたいんですけど、先ほど和解のことがあったんですけど、住民訴

訟で判決をしたときに、議会が損害賠償請求権の権利を放棄できるとあるんで

すけども、権利を放棄するとなると、そもそも、損害賠償がなかったことにす

るのと同じ。和解も同じように、なかったようになる。そうなると、住民訴訟

の意義からしていかがなものかと、弁護士会も言っています。私は、安易に損

害賠償請求権を放棄することをやめるような方向にしたほうがいいと思うんで

すけど、参考人は、どう考えているか伺います。  

 

太田参考人   権利の放棄については、全てを認めてしまうと、その制度の意義がなくなっ

てしまうので、限定的に解すべきだというような解釈は一般的にもなされてい

るところです。 

  それを越えて、弁護士としてどうかは、個々の弁護士によっても考え方が違

うかと思いますので、そういった解釈があり得るという御紹介にとどめさせて
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いただければと思います。  

 

皆川委員長   ほかにありませんか。 

 

（「なし」の声あり）  

 

皆川委員長   以上で質疑を終結いたします。  

  太田参考人には、お忙しい中、貴重な御意見をいただき、心から感謝申し上

げます。本日はまことにありがとうございました。  

  暫時休憩いたします。再開は３時１５分です。  

 

 

（休憩）  
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※参考人：鬼丸 かおる 氏 

 

 

皆川委員長   休憩前に引き続き会議を開きます。  

  それでは、参考人を御紹介します。  

  元最高裁判所判事、弁護士、鬼丸かおる様です。  

  この際、委員会を代表いたしまして一言御挨拶申し上げます。  

  鬼丸様には御多忙のところ、当委員会の求めに応じて御出席を賜り、まこと

にありがとうございます。  

  本日は、元最高裁判所判事としての高度な知識と豊富な経験をお持ちである

立場から、忌憚のない御意見をいただきますようよろしくお願い申し上げます。 

  それでは、鬼丸かおる様から、和解の効力等について御説明をお願いいたし

ます。その後、質疑応答の時間をとりたいと思います。  

  鬼丸かおる様、よろしくお願いいたします。  

 

鬼丸参考人   きょうは、まず３０分で質問にお答えしたいと思います。その後、質疑とい

うことですので、なるべく早く話をしたいと思います。  

  最初に、和解とはという御質問でございます。  

  和解というのは、比較的普通に話されている言葉遣いだと思います。和解の

中には、大きく分けると２つあると思います。  

  一つ目が、一般的な仲直り、昔は和睦というような呼び方をしましたし、今

では仲直りとか示談というようなもので、効力としては、要するに、契約書を

交わしたと同じ、私的な効力しかございませんので、無理に相手に言うことを

聞かせるという力はございません。言ってみれば、私的な契約ということにな

ります。  

  もう一つの和解というのは、今回問題になっています、裁判上の和解、訴訟

中の和解ということになります。これには、裁判官が間に入って、裁判所の判

こを押した、究極の判決、最終的な判決と同じ効力を持っております。したが

って、訴訟上の和解をした場合には、いわゆる既判力、既判力というのは、既

に判決があった力と書きますが、既判力といいまして、二度と同じ相手と、同

じ訴訟をしてはならないという、いわゆる二重起訴の禁止という効力が持たれ

ます。 

  それから二つ目に拘束力、つまり相手を拘束する、当事者を拘束するという

効力があります。  

        そして、一番大きいのが執行力、執行するという力を、その和解調書一つで

執行して、相手から金銭を取り上げる、家を取り上げる、持ち物を全部取り上

げるという強い力を持ちます。  

        つまり、裁判上の和解をしますと、最高裁判所で判決をもらったと同じよう

に、相手に文句を言わせないということと、執行するという強力な力を持ちま

す。 

  したがって、和解をする場合は、それらを念頭に置いて和解をするという、

これは司法界の人ならばみんなわかっていらっしゃると思いますけれども、そ

ういう力を持っています。  

  ですから、例えば本件の場合でいいますと、元知事の方に数億円というもの

の執行力を持たせる、つまり相手の預金を全部取り上げ、自宅も取り上げ、別

荘地があれば取り上げ、あげくの果てに破産に追い込むことまでできる力を持

っております。ここが非常に問題になって、普通、自治体の議会ではそういう
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請求はしないといって放棄をする理由にもなっております。  

  本件の場合、ちょっと注意をしていただきたいのが、本件で起こっているの

が住民訴訟と呼ばれている、住民監査を経て住民訴訟になっております。この

住民訴訟において、和解が可能であるかどうかということが、実は争われてお

ります。というのは、自分の持っている権利や、自分の関係する利害であれば

ともかく、単に、ある自治体の一部の地区にいる一人の住人が、そこまでして

いいんだろうかということが、大きな問題点として昔からいわれております。  

        ただし、最近はどちらかといえば、原告になった住民が訴訟に提起した内容

につきましては、和解が可能だと。その人にしか影響が及びませんから。ただ

し、被告が、全体的、もっと大きい範囲でのことを約束するというのには、ち

ょっとバランス、訴訟物というんですけどね、訴訟において請求した内容を越

えるような和解はどうかといわれています。  

  ですから、結局、本件の訴訟の場合は、原告が訴訟を取り下げる、あるいは

訴訟費用をどうする、この範囲であれば、問題は多分ないんですけれども、被

告に全部委ねるということになりますと、最初は金額を請求しているのに、被

告に委ねるということは、ちょっと質が違ってきてしまいますので、裁判所に

おいては、和解はちょっとどうかなというところが法的にはございます。  

  それから、もう一つ問題になっているのが、要するに、裁判上の和解をしま

すと、さっき言いましたように、お互いの拘束力を持ちますから、和解をする

ことのほうがいいことがございます。しかし、ちょっとお話ししたように、そ

れは原告が提起した訴訟の内容、訴訟物というものの範囲内であれば、多分和

解することはオーケー、裁判所でもオーケーだと思いますが、そうじゃない場

合には、ちょっと問題があります。  

  例えば、この和解をもう取り下げたと伺っていますけれども、裁判所の許可

を得ていないということは、日付を見れば明らかなんですね。これはもう最初

からわざわざコメントいただくまでもなく、和解の期日調書を見ると、この期

日と期日の間に、この和解議案が提出されておりますので、明らかに原告と被

告と、それからお互いの代理人が入っているかどうかわかりませんが、話し合

いをして終わらせようとしていることは、この日にちの経過を見ただけでも、

ほとんど明らかだと思います。  

  そういう場合に、裁判所の和解というのができるのかということなんですけ

れども、まず、お持ちになってはもういないでしょうし、撤回されたというこ

となので、余り細かく言いませんが、その和解の議案の中の３項と４項につき

ましては、ごく普通の、要するに、原告が訴訟を取り下げて、被告はこれに同

意すると。それから訴訟費用は各自の負担とするというところまでは、まあ裁

判所でよくあるパターンなんですけれども、ですから、これはいいんですが、

１項と２項、つまり、金額については、被告に丸投げをしているという部分に

つきましては、裁判所がオーケーをするはずがないということが、非常にはっ

きりします。  

  なぜかといいますと、和解の場合は、さっき申し上げたように、執行力に非

常に重きがあります。けれども、この和解案ですと、被告のつくった検証委員

会、あるいは、またちょっと控えますけれども、要するに被告が決めたものと

金額を守らせますよと書いてあるだけなんですね。これでは執行力が全くない

と同じです。ですから、裁判所がこういう提案をするわけがない。  

  裁判所がやるとすれば、例えば、３億２,１１０万１１円まできちんと決める。

それに利息が付されるというのが通常のやり方であり、また、そこまでやらな

いと、本当の意味で紛争は解決しません。もし、前に提案されていたという和

解案によりますと、被告が決めたとしても、私的な和解と同じ。訴訟外の和解

と同じ効力しか持ちません。  
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  したがって、もう一度この金額で認めてくれよと、裁判所にまた被告の側か

ら訴訟を起こさなければ強制力はないということになってしまいます。したが

って、これはこう言っちゃなんですけど、司法界からしては、余り意味のない

と言っては申しわけないんですけど、意味のない和解条項ということになりま

す。 

  紛争しているのに、紛争の相手に「金額は決めて。損害賠償するかどうかも

決めて。もし決まったらそれを請求して」と丸投げしちゃっているわけです。

そういう紛争って考えられませんよね。しかも、これでは執行することもでき

ない。金額が決まっていないからできません。ですから、この金額について、

裁判所が執行力をつけてくださいと、もう一度訴えなければならないという、

二度手間になってしまうということがございますので、まず、これはあり得な

い。これを一目見ただけで裁判所が関与しているものではないということは、

一目見てわかってしまうという、そういう結論です。多分、これで効力がある

と普通は思うかもしれませんけど、裁判所関係では通らない結果になっており

ます。 

  次に、原告と被告の主張の方向が大体一致したということなんですけれども、

これは、適正な価格で計算すべきだとまとまったと思って、不動産鑑定士の皆

さんがやっていらっしゃるんですけれども、不動産鑑定士のおっしゃっている

金額は、裁判では、あくまで参考にする資料になる一つにしかすぎません。  

  ですから、この２つを考えますと、結局私の結論としては、裁判をこのまま

続けたほうがいいと思います。執行力のためにも、今まで１３回もやっている

んですから、続けたほうがいいと考えておりますが、じゃ、同じ方向を向いて

適正な価格というのも出て決まったじゃないか、だからいいじゃないかと思う

かもしれませんが、裁判所というところは、適正な価格を払えというような判

決は絶対にしません。何千何百何十何円と、円の単位のぴっちり１円のところ

まで決めます。ですから、そうじゃないと、執行力というものがないので、同

じ方向を向いたかもしれないけれども、執行するだけに至っていないんですね。

まだもっときちんと調べた上で、幾らでいいということを見なければいけない。 

  したがって、２番の質問については、適正な価格というだけでは意味がない。

これを、適正な価格が幾らであるかということを裁判所は判決して、幾らとい

うのを細かいところまで決めて、初めて決まったことになると申し上げられる

と思います。  

  この件について、適正な金額について、裁判所が不動産鑑定を行うことがあ

るかという質問があるんですけれども、もう既に記録を見たところ、いわゆる

私たちが呼んでいる「鑑定書合戦」、さるかに合戦じゃないですけど、不動産鑑

定合戦というのをやっていると思います。原告側も被告側も補助参加人も出し

ておりますし、鑑定書合戦が始まっている。それはなぜかといいますと、不動

産鑑定士さんには申しわけないんですが、どうしても依頼者に都合のいいよう

に書いてしまう。それはどうしてかというと、その鑑定士さんに悪意があるの

ではなくて、情報源が片寄っているからです。原告が頼む鑑定士さんは、どう

しても原告に都合がよいことしか聞かない。被告のほうからすると、被告のほ

うの都合のいいことを聞く。そこで、裁判所はどれも信用しない。どうせ息が

かかっていると思っていますから、どれも信用しない。  

  裁判所には、ちゃんと名簿があるんですけれども、裁判所が選んだ不動産鑑

定士が新たに鑑定する段階に、もう既に来ています。その不動産鑑定士さんに

鑑定していただいた上で、裁判所が既にいろいろ聞いたこと、見たこと、そう

いうことを総合して、いつからいつまでは幾らということをまず出すでしょう。

それが賃料で出すでしょう。  

  次に、知事が、これが訴訟になっていて、しかも損害賠償、不当利得という、
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不当利得は物すごく難しいんですね。要するに損害賠償ですと、故意・過失が

要りますし、因果関係も必要ですし、大体知事がそこまで詳しく見ているか、

説明を受けているかというようなことも全部関係してきますので、そこまで調

べた上で判決をくだす。つまり、過失割合というものはあるかもしれない。あ

るいは過去の経過というものも、若干経過が関係してくるかもしれないという

ことがあって、裁判所で不動産鑑定を行っても、そのままの金額で利用するか

どうか、わかりません。 

  そして、判決の中には、それがいろいろ書いてあると思いますので、本当を

いいますと、この契約書がすごく変な契約書なんですよね。何を言っているか

よくわからない。北富士演習場というのも入っているし、別荘地も入っている

し、それなのに別の条文で、普通建物の借地にもなっているんですね。ただの

緑のグリーンなのに、別荘地というのは一時は非常にはやりましたけど、その

後廃っている。そういう変化を考慮しないで、今ここだ、高いぞ、やるという、

そういうものではないので、裁判所の場合には、それらを全部考慮した上で幾

ら払えということを決めますので、不動産鑑定もやりますけれども、それだけ

ではない部分も相当に考慮すべきものだということを、お考えいただきたいと

思います。  

  そこで大体、不動産鑑定の意味が、ここで終わりになると思いますけれども、

原告と被告が共同して鑑定をやったって、鑑定合戦の上塗りになるだけだと思

いますし、そのとおりになるかどうかということは、さっき申し上げた住民訴

訟というところで、非常にひっかかるところがあるんですよね。つまり、原告

が提起した監査請求と、それから住民訴訟の範囲、金額に縛られてくるという

ところがありまして、かつ効力は、原告の深澤さんでしたか、この方にしか及

ばない。そのほかに住んでいる方には関係がないんですね。そうしますと、そ

ういうほかに住んでいる方々が、例えばもう時効になっていると思いますけれ

ども、監査請求をしたときに、また別の結果が出るかもしれないんです。です

から、裁判所でもってきちんと決めたほうが、もう早い、もう時間的には、こ

んなに過ぎてしまっているので、早いだろうし、公正だろうということがいえ

ます。 

  最後に、原告・被告で話し合ったんだろうと思いますが、過去の契約が違法

無効な状態にあった場合という項目がございますが、これは、多分、地方自治

法２３７条の２項のことを指していらっしゃるんだろうと思います。平成１７

年でしたっけね、１１月１７日の最高裁の判例というものがあって、これを絶

対的なものだと、ほとんど議会の方は信じていらっしゃるように見えます。こ

れは絶対的な条件として、今、お話をしているようですけれども、実はこの後

に、平成３０年１１月６日、第３小法廷というところから、同じく地方自治法

２３７条２項、全く同じ条文について、全く反対な判決が出ております。  

  これは、事例としては無償で人に譲渡したという例なんですけれども、これ

を有効だと判断して、最高裁は扱っております。私は平成３１年２月までいま

したので、隣の第３小法廷、私は第２小法廷でしたので、隣の第３小法廷とい

うところが判決いたしました。こう言いますと、どういうことかさっぱりわか

らないと、皆さんほとんどの方だと思いますけれども、最高裁判所というのは、

小法廷が３つ分かれておりまして、この３つのところで出したものの効力、強

さ、上下というものは全くありません。それと、大法廷といって、よく１５人

がずらっと並んでいる写真なんかが流れていますけども、あそこで出した判決

とも効力は全く一緒です。  

  もし、平成１７年の違法無効という判決に効力があると考えていたら、大法

廷に必ず回ったはずなんです。それを、小法廷がまたやるということは、つま

り前の平成１７年の違法無効という判決を絶対視していない。判決の効力を持
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っているとは考えていないから、そういう結論が出ています。  

  そして、判決にかかわった、そこの第３小法廷というのは、中の話になりま

すけれども、その判決を書かれた中には、非常にうるさい裁判官、うるさいと

いうのは判決の内容について、物すごく細かいことをチェックする方が入って

いて、ネットにも出ていますので調べていただければわかりますけれども、平

成１７年の判決のことについて触れている部分がございます。  

  したがって、司法界で見る場合には、平成３０年１１月６日の第３小法廷の

ほうが、むしろ重要な判決と思われます。司法界で平成３０年ですから、しか

もインターネットに出ていますから、いろんな方がコメントを書いているぐら

いの判決ですので、この違法無効と考えて、絶対だと基盤に置いて話をすると

いうのは、どちらかというと、私の立場からすると、間違いに近いと思われま

す。それは事例判決といって、要するに最高裁に来るのは、特別な法理を求め

てやってくるのも、もちろんございますけれども、その事例事例で３番目にど

うしても来ちゃった。へ理屈をくっつけるには、へ理屈って、２３７条の２項

は無効だというような言い方をしたほうがわかりやすいからというんで、そう

いうことを書くという場合もございますので、そう見られた判決、つまり、特

別なその事例だけに当てはめるよという判決に見えます。  

  ですから、この法曹界、司法界に属していらっしゃらない方は、最高裁判決

に出ていると言われてしまうと、もう二度と覆されないように思っていらっし

ゃいますけど、最高裁の判例というのは、長いものですと５０年ぐらいもつも

のもありますけど、短いものですと７年ぐらいでひっくり返っちゃうこともあ

ります。でも、ひっくり返っちゃうというときには、大法廷に必ずかかるんで

すね。１５人の裁判官が検討して結果を出すんです。しかし、この場合は１３

年という中途半端な年月がたっていて、しかも小法廷で結論を変えている。つ

まり地方自治法２３７条の２項というものの法律的な効果を特別述べたもので

はないという把握をしているということになると思います。  

  ちょっと過ぎてしまいましたけど、大体御質問としていただいた話は、それ

で、もうほとんど尽きちゃうだろうと思っておりまして、一応雑駁ですけれど

も、私からの話はそういうことにしたいと思っております。  

 

皆川委員長   鬼丸参考人、ありがとうございました。  

  ただいまの参考人の御説明につきまして、質問のある委員は挙手をお願いい

たします。  

 

渡辺委員   県議会議員の渡辺淳也です。本日はありがとうございます。  

  お話の中で、初めに、参考人のお話を聞くと、山梨県の恥とも言うべきこと

なんですけれども、実は参考人も御承知のとおり、山梨県は和解を試みており

まして、もう撤回はされたわけですけども、その中で、住民訴訟において損害

賠償義務づけ訴訟ですので、契約の相手方、もしくは故意・過失があったとい

われる歴代知事がいらっしゃるんですけれども、その方々は裁判を求めている、

にもかかわらず、その方々に何ら相談することもなく、補助参加人にも歴代知

事にも相談することなく、原告と被告の主張が一致したからといって和解を試

みようとしたわけですけれども、これについて、どのようにお考えになられる

のか、ちょっとお伺いしたいと思います。  

 

鬼丸参考人   政治的なことはわかりませんけれども、住民訴訟というものの中で、和解す

るというのは、まずあんまりないことだと思います。つまり、住民訴訟という

のは、自分の利益にかかわることではなくて、住民全体のために、山梨県人の

ためにやるということを、皆さんが納得していての和解ならともかく、一人の
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住民、たった一人の住民が和解するということは、ちょっと考えにくい。なぜ

こんなことになったかというと、これは将来のことでしょうけど、さっきも申

し上げたとおり、契約が非常に、解釈に苦しむ内容になっているので、本来は

まず契約をきちんと考え直せと。つまり別荘をつくっているところと、北富士

のところと、なんかごちゃまぜになって、グリーンも緑の林しかないようなと

ころも借地借家に一応適用できるようにも読める内容の契約書なんですね。  

  ですから、これは、むしろ住民としては、そこを訂正しろと言うんならまだ

しも、そのお金を払えと言った以上、和解というのは一体何なんだという。つ

まり元の知事には求めない、あるいは求めるかもしれない、それは全部あなた

のほうに、みんな現知事に投げ出しますよというのは、あり得ないと思うんで

すね。私たちの本当の争いだったら、それはちょっと考えられないと思います。  

 

渡辺委員   本件訴訟の原告は、結構主張を変えられたりすることがありますので、今、

現在は和解には今後応じないとおっしゃっていますけども、もしかしたらこの

後、また主張を転換して、県と和解をしてくる可能性がなきにしもあらずです

ので、参考人のそういった貴重な御意見をお伺いすることができて、ありがと

うございます。  

  それと、もう一点、今回、本件住民訴訟において、原告・被告が本件契約が

違法無効であるということについては、共通の主張をされるように、途中から

転換してなったということですけども、その原告・被告が共通の主張をしてい

ることに対して、裁判所として、どのような、その原告・被告の主張が一致し

ているからそれを法的に認定してしまうものなのか、それともやはり裁判所は

裁判所の責任において判断を行っていくのか。結構、原告・被告が一致してい

るんだから、裁判所も認定しちゃうんだというような話もお伺いすることもあ

りますので、ぜひその辺を教えていただければと思います。  

 

鬼丸参考人   この辺を話し出すと、物すごく長くなっちゃうんですけど、両方が合致した

ところに争いがないんなら、裁判所としてはおかしいと思うけども、認めると

いう部分と、認めてはならない部分とがあります。特に事実関係については、

ほとんどが、もう争いはしない、それを前提とするということはありますけれ

ども、それ以外の解釈の部分、つまり住民訴訟については、この２３７条の２

項というものを違法無効と解釈したというところについては、裁判所が「はい

よ」と言うことはほとんどないのではないかと思います。  

 

渡辺委員   原告と被告の主張が一致したからといって、それをそのまま「はいよ」と言

うわけではないということがお伺いできて、大変勉強になります。  

  または、原告も被告も、今回の適正な賃料を設定するに当たって、知事の裁

量権はなく、ただ単一の適正な賃料というものがあるという主張を行っている

んですけども、こういった公共と民間、あるいは契約において、知事の裁量権

というものは、そもそもあるのかないのか、どのようにお考えになられるのか、

お伺いしたいと思います。  

 

鬼丸参考人   非常にそれは難しいと思いますけど、やはり議会のオーケーをもらわないと、

まず賃料が決まらないというところがありますよね。貸すということは、もう

ずっと前からですので、もう今の知事にどうこうということは、もうなかなか

難しいところがあると思いますけれども、知事の暴走をとめるのが議会の役割

でもあるし、知事の後押しをするのも、また議会の役割だと考えておりますの

で、知事一人で全てできるというのは、多分、専決処分をしなきゃならないよ

うな場合に、仕方なくオーケーすることはあるんでしょうけれども、これは、
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さっき申し上げたように、民間と民間の争いではなく、行政訴訟という、また

ちょっと違う分野の訴訟なんです。  

  つまり自分のことであれば、例えば自分が我慢して、ちょっと工夫するとか

いうことができますけれども、あくまで損害賠償、あるいは不当利得を求めな

さいよということを求めているわけです。それについては、その形式、その形

は変わりようがないはずなんです。それを放棄するとか、それから、幾らに減

らすとか、そういうことは知事の独断ですることではないでしょう。監査請求

が出た段階から、ほとんど裁判所に委ねられているということになると思いま

すので、その前の段階、監査請求の段階で、知事が判断するのは、それはもう

自由ですけど、その後の住民訴訟を起こした以上、知事の一方的な考えという

のは通らないと思います。議会に必ずかからなきゃいけない。  

 

渡辺委員   ありがとうございます。住民監査請求のときと、住民訴訟のときとでは、か

なり状況が異なるということで、やはり裁判所の判断を求めていくのが、本件

訴訟においてはよろしいのかなと思っております。  

  もう一点、参考人から鑑定評価書合戦になっていて、もう、もはやこれは裁

判所による鑑定評価を行うべき段階に来ているという御説明をお受けいたしま

した。その中で、そもそもその裁判所による鑑定評価というのは、職権で行う

ものなのか、それとも原告・被告の同意が要るのか、お伺いしたいと思います。  

 

鬼丸参考人   それは、鑑定の申し立てというのを、被告・原告どちらかが出さなければな

らない。特に鑑定事項、どういうことを鑑定してもらうか。それから、鑑定の

前提、それが非常に本件の場合は、監査請求を起こしたところでしております。

時効の関係だと思うんですけれども、それで、要するに富士急はその前に非常

に大変な思いをしていますね。それをどこまで考慮するのかということは、と

ても難しいんですけれども、鑑定事項として、その中に盛り込んだ上でやると

いうことが、多分県のほうでは必要だろう。富士急のほうでも必要だろうとは

思いますが、鑑定事項を決めるということが大事だし、鑑定事項を決めて鑑定

の請求を、裁判所の判断でやってくださいとやるのが普通だと思います。  

 

渡辺委員   本件訴訟においては、御承知のとおり、県も一つの鑑定書だけが正しいとい

う主張、そして、実は原告のほうは鑑定書を出していないという状況、補助参

加人が２つの鑑定評価書を出していると。今までも裁判所に対して鑑定を求め

る申し立てを行うべきでないですかと県のほうに聞いたら、その意向はないと

いうようなことをおっしゃっていたんですけれども、そういう場合はやっぱり

裁判所による鑑定というものはできない形になるんでしょうか。  

 

鬼丸参考人   申し立てをしない限りできませんね。だから、鑑定を県知事が、知事一人で

決めることではないと思いますけれども、鑑定をしましょうという、裁判所推

薦の鑑定士さんというのが、やっぱりいらっしゃるわけですね。名簿がありま

して、それに載っていますので、その方を、多分この中にいらっしゃらない方

を選ぶ、それが普通だと思いますので、何とか鑑定をしてくれと裁判所にお願

いする役目が、皆様方の大事な役目になるんではないかと思います。  

 

猪股委員   参考人、どうも御苦労さまです。猪股といいますけども、１点だけ教えてい

ただきたいと思います。 

  今回の裁判に当たり、我々は、負けることが前提という捉え方をしてきまし

た。それで、被告が富士急さんと我々議員、原告が県と深澤さんという捉え方

になったんです。言いたいのは、今回、この和解案を出されたことで、今まで
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の違法無効を認めたことになるという捉え方をしました。それと、損害賠償の

関係で、２０億円とも７億円ともいわれているんですけど、和解をのむという

ことは、その数字的なことを何も協議することなく、それをのむわけにはいか

ないと思って、私は、これに賛成できないという立場でいるんです。 

        今回、被告である県と富士急さんにおいて、もっと協議するべきではないか

なという気がしたんですけど、参考人はどんな考えを持っていますか。  

 

鬼丸参考人   私も、和解の件というのを拝見したときに、一番肝心な当事者の富士急さん

が抜けている。これは、まず考えられないなと思いました。契約書の当事者は

富士急と県、しかし文句を言ってきた、住民訴訟を起こしてきたのは全く関係

ない人が、一応ね、ということになっていますけれど、富士急を相手にしない

限りには、契約書は改まりませんし、それから富士急の意向を聞かなければ、

この損害賠償の金額も決まらないはずなんですね。  

  ですから、おっしゃったとおり、絶対、富士急は入るべきと、余談みたいに

話していたんですけど、一番肝心な人が抜けているということが、もう、何て

いうのかな、裁判的な結論としては片手落ちという言い方すると怒られますけ

ど、じゃないかなという気がいたします。  

 

猪股委員   ありがとうございました。先ほど参考人がおっしゃっていた中で、知事の言

っている、一人の訴訟を大事に捉えるということは十分わかりますが、そのこ

とを受けることで、どれだけ周りに影響を与えるかが、今後、一番大事だと思

います。先ほど渡辺委員からも質問がありましたとおり、今後、このような裁

判が繰り返さてしまうと、非常に迷惑という解釈で捉えています。  

  大変きょうは、参考人に来ていただいて、よくわかりました。ありがとうご

ざいました。  

 

向山委員   向山憲稔と申します。きょうは本当にありがとうございます。  

  何点か、お伺いをさせていただきたいと思います。  

  １点、先ほど参考人の御説明の中で、十分承知させていただいたんですが、

地方自治法上における適正な対価というところで、改めて、今の県の言い分を

振り返りますと、県が思っている２０億円というのと、これまでの３億円にす

ごく差額があるので、適正な対価ではないから、全て違法無効だという言い方

をしています。これについて知事は、論理必然的に導き出された結果だと。法

律上成り立たないことがわかって、誰の目から見ても明白だとおっしゃってい

ます。これをもとにして、富士急との賃貸借契約は、全て違法無効だとおっし

ゃっているんですが、改めてお伺いするのも恐縮なんですけども、誰の目から

見ても違法無効で、論理必然的に成り立つような論法なんでしょうか。  

 

鬼丸参考人   違法無効という根拠がかなり薄らいでいるということと、違法無効というこ

とについては、永久に求めていく権利があるんですね、違法無効だとすると。

そうすると、使い始めた当初からの請求を全部するということになる、昭和の

初めのころからの。これは非常に矛盾、ある意味矛盾した主張だなと。違法無

効と言ってしまうと、皆様方が生まれる前のときからの地代について、損害賠

償として、これは地代ではなくて貸していないんですからね、賃貸借契約がな

いということですから、ずっと前から、何十銭という時代から求めていくとい

うことになって、それに対する利息もつくということになりますので、それは

とても大きなことになります。  

 

向山委員   ありがとうございます。  
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  今後の展開を考えますと、今、現状、県の考え方は違法無効であると。２０

億円の鑑定評価が一番適正なものだという立場でいきますと、ことしの３月に

賃料の更新に、賃料の増額請求なんですが、そもそも違法無効と言っているの

で契約書が存在しない状況になっています。そうすると、契約書を結び直すか、

県は今、不法占拠状況と言っていますので、立ち退き請求になる可能性が高い

と思うんですけども、こうした先の見通し的に、参考人の御見解を、どのよう

な結果になることがあり得るのか、お答えできる範囲でお伺いしたいと思いま

す。 

 

鬼丸参考人   あくまで予測なんですけれども、ずっと使い続けているわけですね。県は今

まで文句を言ったことがないわけです。山中湖の、特に別荘地なんかについて

は、明け渡しを請求したこともない。つまり時効取得、もう既に賃貸借の時効

取得が成立しているという結論になると思います。お金を払ってきているんで

すし、使っていることについて文句を言わなければ、当然に時効取得になりま

す。 

 

向山委員   ありがとうございます。  

  ちょっと詳細な部分に入ってしまうんですけど、このせっかくの機会なんで

お伺いしたいと思います。公租公課について、原告・被告が主張をしていまし

て、山梨県は現行賃料が適正ではない根拠として、公租公課、ここでいうと交

付金ですけども、同水準の賃料は適正な対価に該当しないという最高裁、昭和

３６年１月２７日と、東京地裁、平成７年１１月３０日を主張しています。  

  一方で、補助参加人の富士急行は、同判例の引用は不適当であると反論をし

ていますけども、この公租公課と、この地方自治法の関係について、適正な賃

料も含めて、お伺いしたいと思います。  

 

鬼丸参考人   公有地については、まず公租公課がないと思います。バブルのときには、そ

の前が公租公課の何点何倍が、ここの賃料に適切であるという説が結構多かっ

たし、不動産鑑定士もそうですし、裁判所もそう考えたことが多いんです。と

ころが、バブルでワーッと上がって、それから、また下がってきて、公租公課

が逆転しちゃっているようなときもありまして、昔は、不動産鑑定士が金額を

出すのにプラスして、公租公課を上乗せして請求するということがありました

けれども、今は、大体公租公課と何かの関係があるというような事態にはなっ

ていないように思います。  

 

向山委員   ありがとうございます。  

  もう一点だけ、借地権についてお伺いしたいと思うんですが、山梨県は、採

用されていない澤野鑑定士という、きょう午前中にお話しいただいたんですが、

澤野鑑定士の鑑定書を採用しなかった理由について、借地権の割合相当額を控

除しているということを上げていて、一時金を支払っていないから、借地権は

存在しないんだということを主張しています。  

  その権利金を支払っていない場合の借地権を認めないのが、どのような御判

断をされることがあるのか、そこについてお伺いしたいと思います。  

 

鬼丸参考人   借地権というのは大体ここですと４対６ぐらいかな、ということで、大体年

に６％ぐらい払えば、借地権は次第に重なっていって、借地権を認めるという

考え方があるんですね。しかし、戦後、勝手に住んじゃうという事例がかなり

あって、そういうときに借地権というのは、もう成立したと認められている例

が多いように思います。 
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  ですから、その借地権が確立したのが、比較的新しいものであって、古い土

地の借地権というのは考えない。６％の地代を払っていないから借地権はない

というような考え方は、必ずしもしないと思います。ただ、そこの点について

は、不動産鑑定士の領域ですので、私は、結論的なことは何とも言えません。

大体が、戦後のすぐぐらいの、どさくさ紛れで土地を占領しちゃったという方

が多いので、そういう争いが今吹き出しているという感じがあって、そのとき

には、今おっしゃったような借地権がないというような、借地権を払っていな

いというような判断はしていないです。  

 

向山委員   ありがとうございました。  

  最後に、この裁判の中身じゃないんですが、知事の一つの考え方としてなん

ですけども、裁判所は最大の官僚機構であると。その裁判官というのは、官僚

の最たるものだから、言い方は悪いですけど、そんなところに頼むのはおかし

いと。一番山梨県の事情をわかっている山梨県と県議会が判断をするべきだと、

裁判所なんかに頼むのは官僚任せになっちゃうんじゃないかという、これは知

事の御見解なんですけども、ここについて先生のお答えをお願いします。  

 

鬼丸参考人   官僚のイメージを崩してしまいました、済みません。  

  そういうことは全くないと、私を見ればわかるように、裁判所というのは、

甲府の地方裁判所は、確かに官僚の先端をいっているところではあるんですけ

れども、上に行けば行くほど崩れてしまうというか、大体１５人の裁判官の中

に６人しか本当の裁判官はいないんですね。あとは、もう、いわゆる行政官だ

ったり、弁護士だった者が入るぐらいで、要するに世の中のいろんなことを知

っている人を入れて判断するということになっていますので、確かにイメージ

的にはかたいところだろうと思いますけれども、最高裁が決めたことについて

は、確かに地裁まで行き渡っていくという官僚的なところは確かにあります。  

  どうせ上げても最高裁でひっくり返しちゃうからね、無駄な違うことを言っ

てもひっくり返しちゃうから、最高裁が出したことについては、もうきちんと

守るという官僚的なところはありますが、一番官僚的だと言われると、ちょっ

と何ともいえませんね。 

  さっき申し上げたような、執行力とか拘束力とかいうものは、裁判所の判断

にしかない。そこを、どう捉えていらっしゃるか。和解をするんだったら、別

のＡさんという人と和解しても、じゃＢさんがまた訴訟を起こしてきたらどう

するの？という、この人には拘束力はないです。また起こしてきたらどうなる

んだと、また違うことをやらなきゃならん。また、Ｃさんが起こしてきたら、

また相手が違うから、また裁判をやらなきゃいけないということになってしま

って、これはもう本当にイタチごっこになるだろうということが１つ。  

  それから、前に起こされた判決については、あるいは和解については、既判

力とか拘束力とかいうものはないですけれども、次の裁判に非常に影響を与え

るという。つまり、前の方がＡさんとこういう内容を決めたということを、Ｂ

さんのときにどう考えるかといったら、やっぱり考えちゃいますよね。前のと

きにあったのと全く違う判断をするというのは難しいから、最初のほうが大事

だということですね。そこの点は大いに議員さんに頑張ってほしいと思ってお

ります。何か非常に片寄った話になりましたけど。  

 

小越委員  小越智子です。参考人の話を聞いて、もうすっきりいたしました。本当によ

くわかりました。全てが解明されてきたなと、私は思っております。 

  それで、今回裁判を続行していくことになるかと思うんですけども、判決が

出たときに、原告と被告が一緒になっちゃっているかもしれませんけど、控訴
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とか上告ができるんでしょうか。原告と被告が、今、一緒になっちゃっている

んですけど、判決が出たときに、富士急さんが、いや、これはおかしいんじゃ

ないかということを訴えて、高裁とかに持っていくことはできるんですか。  

 

鬼丸参考人   はい、そういう例があります。要するに、補助参加人が置いてきぼりにされ

てしまって、和解が成立したと。その中には、場合によっては、将来の地代に

もかかわるし、富士急さんに請求が来る可能性もないわけではない。そういう

場合に、補助参加人が控訴するというのを認めたという判例もあります。もち

ろん、クレーム的なものがあるので、難しいところですけれども、一番肝心な

人については控訴を認めたという例がありますから、そして、さらに上告とい

うこともあります。  

 

小越委員   それで、このままいくと、富士急が訴えて、こっちが訴えてということをず

っと続けていくことになってしまうかなと、心配なんですけど、今、何が争点

なのかだんだんわからなくなってきて。 

        それで、参考人が今、何円、幾らまで払えとすることも、過去のことですけ

ども、この適正賃料とか、この県有地のあり方についての考え方とか、こうい

うしたらいいじゃないかということを裁判所として示唆するようなものも、判

決文の中に入るんでしょうか。  

 

鬼丸参考人   入るかどうかはわからないんですけれども、将来に、こういう契約ならどう

だろうかというのを提案するかどうかはわかりませんが、今ある契約書の問題

点として指摘されることによって、将来の契約書を考えるということはできる

と思うんですよ。当然、この契約書を判断しないわけにはいかないので、その

判断の中に、この契約書のどこが悪いのか、それは指摘されると思います。  

 

皆川委員長   ほかにありませんね。 

  それでは、以上で質疑を終了いたします。  

  鬼丸参考人には、お忙しい中、貴重な御意見をいただき、心から感謝申し上

げます。本日はまことにありがとうございました。  

 

 

 

県有地の貸付に関する調査及び検証特別委員長 皆川 巖  


